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Ⅵ　通級による指導における教育課程の編成
第１章　通級による指導（難聴・言語障害）
第１節　教育課程の編成
１　難聴・言語障害通級指導教室の基本的事項
　⑴　難聴・言語障害通級指導教室の概要
　　 　難聴・言語障害通級指導教室は，小・中学校の通常の学級に在籍する聴覚や話しことばに障害のある
児童生徒が，その障害を改善または克服することを目的として，特別な指導を受けるために設置されて
いる。

　　 　聴覚や話しことばに障害のある児童生徒が，その障害を乗り越え充実した生活を学校や家庭，地域社
会で送ることができるようにするためには，通級指導教室において特別な指導を受けるだけでは不十分
である。そこで，通級による指導の担当教師が中心となり，在籍校や保護者，関係機関と綿密に連携し，
通級する児童生徒についての共通理解を図り協力して指導及び支援できるようにすることが，極めて重
要である。

　　 　また，聴覚や話しことばに障害のある児童生徒を早期に発見し速やかに必要な通級による指導を受け
られるようにするために，市町村教育委員会等と連携し啓発活動を行う必要がある。

　⑵　対象となる児童生徒
　　 　小・中学校の通常の学級に在籍する聴覚や話しことばに障害があり，通常の学級での学習におおむね
参加できる児童生徒が対象となる。具体的な障害種として，難聴及び構音障害や吃音の言語障害がある。
以下にその概要を示す。

　　ア　難聴
　　　 　難聴者とは，補聴器等の使用によっても，通常の話声を解することが困難なもので，一部特別な指

導を必要としているものである。
　　　 　難聴には主に４種類のタイプがある。それは，①外耳道や鼓膜などに何らかの不具合があるために

音が内耳に伝わりにくくなっている伝音性難聴，②内耳や聴神経に何らかの不具合があるために聞こ
えにくくなっている感音性難聴，③伝音性難聴と感音性難聴の両方を併せ有している混合性難聴，④
ストレス等が原因として発症する心因性難聴である。通級による指導の対象となる児童生徒は，主に
②の感音性難聴と③の混合性難聴である。

　　イ　構音障害
　　　 　構音障害とは，同じ発達年齢の人が正しく発音できる音を誤って発音している状態である。その種

類として，①口蓋裂など構音器官の形態に異常がある場合に起こる器質的構音障害，②構音器官の運
動機能が十分でないことやその間違った使い方の習慣化等が原因で起こる機能的構音障害，③マヒが
原因で起こるマヒ性構音障害などがある。

　　　 　①の器質的構音障害は，医療機関での診断及び手術等の治療が必要となるケースが多いので，医療
機関との連携が必要である。

　　ウ　吃音
　　　 　話しことばがスムーズに出てこない発話の状態を，吃音という。主な症状として，語句の一部を繰

り返す（連発），語句を引き延ばす（伸発），最初の語句が出ない（難発，ブロック）の三つがある。
連発，伸発，難発の順に症状が重いと言われている。複雑な会話を始める２～５歳頃に発症する場合
が多く，男女比は４:１くらいである。その原因として，心理的要因や遺伝的要因などが考えられる
が，まだ十分には解明されていない。

　　エ　難聴，言語障害と発達障害を併せ有する児童生徒
　　　 　発達障害は，後段にある発達障害・情緒障害通級指導教室の対象となるが，発達障害を併せ有する

吃音や構音障害のある児童生徒もいる。こうした児童生徒の指導については，本人がいま最も必要と
している指導及び支援の内容は何か，本人の一番困っていることは何か等を見極めるために，校内就
学支援委員会で十分協議し，最終的には指導を行う通級指導教室を市町村の就学支援委員会において
決定する。

　⑶　教室経営の基本方針と教育課程の概要
　　ア　教室経営案の作成
　　　　１の⑴に示した内容を基に，教室の教育目標や経営方針，年間教室経営計画等を決定する。
　　イ　通級の個別の指導計画の作成
　　　 　児童生徒の障害の状態は，多様である。そこで，一人一人の障害の状態を的確に把握し，課題を明

確にした上で指導目標，指導内容を決定するなどの手順に従って，通級の個別の指導計画を作成する。
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　　ウ　通級の個別の指導計画の評価と改善
　　　 　指導の効果を高めるために，児童生徒の変容や成長を把握し，ＰＤＣＡサイクルに基づき通級の個

別の指導計画を改善していかなければならない。そのためには，毎時間，指導の記録をとり，児童生
徒の変容等を確認することが大切である。また，通級による指導の担当教師は，児童生徒の変容等を
的確に評価できるようにするために，計画的に事例研究等の研修に取り組まなければならない。

　　エ　在籍校との連携
　　　 　「通級指導教室で培った力を在籍校でも発揮できるようにする」「在籍学級の児童生徒の，通級に

よる指導を受ける児童生徒への理解を深める」等のために，在籍校との連携を図る。
　　オ　家庭との連携
　　　　通級指導教室での指導を家庭へ般化させるために，家庭と連携を深める。
　　カ　難聴・言語障害の理解啓発
　　　 　難聴・言語障害のある児童生徒を早期に発見し必要な指導及び支援を速やかに受けられるようにす

ることを目的として，市町村の教育委員会と連携し，必要に応じて理解啓発のための取組を計画的に
実施する。

２　教育課程編成の基本的な考え方と具体的な作成の手順
　⑴　個別の指導目標の設定
　　 　一人一人の障害の状態や在籍校での学習の状況等を十分に把握し，課題を明確にした上で，個別の指
導目標を決定する。まず，最終目標に当たる長期目標を設定し，それに迫るための段階的な学期毎また
は毎時間の指導目標を設定する。個別の指導目標を設定する際に，主に次の３点に留意する。

　　・　障害の改善または克服に関すること。
　　・　コミュニケーション能力に関すること。
　　・ 　児童生徒が自己実現を図り自己肯定感を高め，学校や地域で充実した生活を送れるようにするため

に必要なこと。
　⑵　指導内容及び通級の個別の指導計画の決定
　　 　指導内容及び通級の個別の指導計画を決定する際に，特別支援学校学習指導要領，小学校・中学校学
習指導要領及び「埼玉県特別支援教育教育課程編成要領(2)特別支援学級・通級による指導編」を踏ま
える。特に，特別支援学校学習指導要領解説の自立活動編の内容を押さえる。

　⑶　自立活動の内容と難聴・言語障害通級指導教室の指導内容について
　　 　特別支援学校学習指導要領解説の自立活動編で示されている内容の中で，難聴・言語障害通級指導教
室の指導内容に関わるものを整理し，その主なものを下記に示す。通級指導教室の指導内容を決定する
際に極めて重要である。

　　ア　「１　健康の保持　(2)病気の状況の理解と生活管理に関すること」から
　　　 　口蓋裂の既往歴のある児童生徒が滲出性中耳炎や虫歯などにかからないようにするために，「日頃

の聞こえの状態の管理」「丁寧な歯磨きの習慣形成」などを通して，病気の管理や健康管理を自らで
きるようにする。

　　イ　「１　健康の保持　(3)身体各部の状態の理解と養護に関すること」から
　　　 　聴覚障害のある児童生徒が，発達の段階に応じて，耳の構造や自己の障害について理解できるよう

にする。さらに，補聴器を用いる際の留意点についても理解を促し，自ら適切な聞こえの状態を維持
できるように指導する。

　　ウ　「２　心理的な安定　(1)情緒の安定に関すること」から
　　　 　障害のある児童生徒が，環境的な要因から，心理的に緊張したり不安になったりする状態が続き，

集団に参加することが難しくなることがある。そこで，体調や家庭生活，交友関係などにある環境的
な要因を明らかにし，情緒の安定を図る指導をするとともに，必要に応じて環境の改善を図る。

　　エ　「３　人間関係の形成　(3)自己の理解と行動の調整に関すること」から
　　　・　自己を肯定的に捉えられる感情を高める指導内容を検討し，実施する。
　　オ　「３　人間関係の形成　(4)集団への参加の基礎に関すること」から
　　　・ 　聴覚障害のある児童生徒が学級やグループで行われている会話等の情報を的確に把握できるよう

にするための指導内容を検討し，実施する。
　　カ　「４　環境の把握　(1)保有する感覚の活用に関すること」から
　　　 　保有する聴力を十分に活用するために指導内容を検討し，実施する。場所や場面に応じて，ＦＭ補

聴器等の機器の活用を検討する。
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　　キ　「６　コミュニケーション　(2)言語の受容と表出に関すること」から
　　　 　構音障害のある場合には，発声・発語器官（口腔器官）の微細な動きや舌の脱力など調節する力を

高め，正しい発音を習得できるようにする。また，音を聞いて弁別する力や自分の発音をフィード
バックする力を育てることによって，構音運動を調整する力を高める。

　　ク　「６　コミュニケーション　(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること」から
　　　 　場や相手の気持ち，状況などに応じて，主体的なコミュニケーションが展開できるように指導する。

　⑷　指導内容及び通級の個別の指導計画を検討，決定する際の主な留意点
　　　指導内容や通級の個別の指導計画を検討し，決定する際の主な留意点は，下記の通りである。
　　・ 　児童生徒が興味・関心をもって主体的に取り組み，成就感を味わうことができるような指導内容を

取り上げる。
　　・ 　具体的な活動を通して，障害による学習上または生活上の課題を改善・克服しようとする意欲を高

められるような指導内容を重点的に取り上げる。
　　・ 　一人一人の児童生徒の発達の進んでいる側面をさらに促進させることによって，遅れている側面を

補うことができるような指導内容を取り上げること。
　⑸　授業形態
　　 　個別指導が基本となる。しかし，指導目標を達成するために，小集団によるグループ指導を行うこと
もある。

　⑹　指導時数の決定と日課表の作成
　　 　通級の個別の指導計画を基に特別な指導に必要な時数等を決定する。児童生徒一人当たりの週指導回
数は３回程度であり，指導時間は１回当たり１から２単位時間である。指導時間を決定する際に，授業
時数が少ない教科等（道徳科や特別活動等）を通級による指導を受ける時間に充てないよう配慮する。
そのためには，在籍校の学級担任と通級による指導の担当教師が十分連携を図る必要がある。

　⑺　在籍校との連携
　　 　限られた時間の中での指導をより効果的にするため，在籍校との連携は極めて重要である。通級によ
る指導の経過報告を連絡帳の交換等を通して適宜行い，児童生徒の変容や在籍校での留意事項などを在
籍校の学級担任に伝え共通理解をもって指導及び支援に当たることができるようにする。また，通級に
よる指導の担当教師の在籍校訪問や，在籍校の学級担任による通級指導教室の授業参観等を実施して連
携を深める方法もある。

　⑻　家庭との連携
　　 　児童生徒との望ましい関わり方や支援の仕方などについて，面談や保護者会，勉強会等を通して，家
庭と連携し，共通理解を深めることが大切である。 その際の留意点は，下記の通りである。

　　・　できたことやあきらめずにチャレンジしたことは，しっかり認め大いに称賛する。
　　・　話し方にとらわれず，話の内容に耳を傾け，児童生徒から話を引き出すように心掛ける。
　　・　発音等の家庭での練習に楽しみながら意欲的に取り組めるよう保護者とよく話し合い工夫する。
　　・　保護者からの様々な相談は，共感的に受け止め，改善策等を共に考えるようにする。
　⑼　関係機関との連携
　　 　医療機関や市町村教育委員会，教育相談室，福祉の関係機関等と綿密な連携を図り，通級による指導
を進めていくことが大切である。特に補聴器の調整や聴力検査の実施，口蓋裂に関しては，耳鼻咽喉科
や形成外科の医師の診断と処置を必要とする場合があるので，確かな連携が求められる。また，特別支
援学校と積極的に連携し，指導の充実を図ることも必要である。

　⑽　理解啓発のための活動
　　 　市町村教育委員会等と連携し，必要に応じて巡回相談や小・中学校の教師を対象とした難聴や言語障
害に関する研修会の実施等を通して，理解啓発を進め難聴や言語障害のある児童生徒が速やかに必要な
指導及び支援や配慮を受けられるようにする。

３　施設・設備
　⑴　教室環境
　　 　集中して聞く態度を育てる学習や発音の練習等に取り組むことができるように，防音設備の整った教
室など雑音の少ない静かで落ち着いた教室環境が望ましい。個別指導が主であることから，個別の指導
室を用意したり間仕切りを用いたりして，集中して学習に取り組める環境を整えたりする必要がある。
また，グループ指導等を行うために，プレイルームを必要とする場合がある。C
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　⑵　必要な備品，教材
　　ア　難聴の児童生徒のために必要な備品，教材
　　　・諸検査　・オージオメータ　・補聴器周波数特性検査装置
　　　・発音直視装置　・聞き取りの検査や練習のためのオーディオ設備　・騒音計　など
　　イ　言語障害のある児童生徒のために必要な備品，教材
　　　・構音検査や心理検査等の諸検査　・鼻息鏡　・ペンライト　など
　　ウ　教室を充実させるための備品
　　　・指導の様子を観察，記録するためのＶＴＲ設備　・録音機器　　・ICT機器
　　　・個別指導用と面接用の机，いす　・パーテーション　・プレイルームの遊具　など

第２節 　個別の教育支援計画（教育支援プランＡ）及び個別の指導計画（教育支援プランＢ）の作成
１　通常の学級における特別の教育課程
　 　通級指導教室では，児童生徒の発達段階を十分考慮し，系統的・発展的な指導を行っている。通級指導
教室で学んだことや指導のポイントを通常の学級の授業に生かすことで，よりよい改善や克服が望める。
　 　児童生徒の指導時間や指導時数については，通常の学級における教育課程の各教科等の時数から自立活
動として必要時数を充てる。個々に作成される特別の教育課程は，在籍校が主になって作成するもので，
児童生徒の障害の状態，発達段階等を鑑み，通級による指導の担当教師・保護者と相談をしながら指導時
数を決定していく。どの学習を自立活動に充てるか，学習内容や本人の思い等も踏まえて考えていく。個
別の教育課程を編成する際，障害の状態に応じた指導内容や指導効果を考えた上での指導時間を確保する
ことが大切であるため，通常の学級の教育課程のことも十分考慮していく必要がある。
　 　一般的には，通級による指導の回数は週１～３回程度で，１回について１～２単位時間の個別指導が行
われることが多い。指導時間を決める際，授業時数の少ない教科等（道徳科等）の時間を通級による指導
の時間として充てることのないよう，配慮しなければならない。
　 　通級による指導の時間に充てられた通常の学級での学習時間や学習内容の保障等を丁寧に説明すること
で，保護者や本人にも安心感を与えられる。
　 　特別の教育課程は指導開始の日を明確にし，各市町村教育委員会の様式に則った形式で作成し，市町村
教育委員会に提出をする。
【小学校１年生Ａ児の例】
　　○　時間割表　　＊１単位時間：45分

　○　週あたりの時間数（特別の教育課程）

＊通常の学級の時間割では，２時間続きの国語の時間となっている。
水曜日３～４校時を，２時間続きの通級による指導を実施。
教育課程では，国語が－２時間，通級による指導（自立活動）２時間，と計算される。
＊放課後において，通級による指導を実施する場合は，25 時間＋α（自立活動）となる。
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２　通常の学級における個別の教育支援計画及び個別の指導計画作成の基本の手順
　⑴　手順
　　 　個別の教育支援計画（以下，教育支援プランＡ）や個別の指導計画（以下，教育支援プランＢ）の作
成に当たっては，保護者・本人との面談や観察等を行う。すでに支援計画（ケアプランや教育支援プラ
ンＡを含む）を保護者や本人が持っている場合，必要事項を引き継ぎ，新たな情報を追記する。新たに
教育支援プランＡや教育支援プランＢを作成する場合には，本人の特別な教育的ニーズや本人・保護者
の願いを受け止め，寄り添いながら共に作成する。

　　 　通級による指導を開始することで，障害の改善や克服について本人や保護者は前向きであるが，指導
のために通常の学級の時間割から一時的に離れることに対して，第三者の目を気にしたり，学習が遅れ
るのではないかと不安等を抱えていたりする。一つ一つの疑問や不安にも真摯に向き合い，本人にとっ
て望ましい支援や指導が行われるよう，最大限に努める。

　　 　作成に当たっては，各在籍校で責任をもって作成する。通級による指導の担当教師が協力・助言を受
けながら作成する場合もある。通級による指導が始まる前までに，可能な限り教育支援プランＡを作成
し，通級による指導の担当教師に提示する。その手順に係る例を下記に示す。

　【手順に係る例】
　　　① 　在籍校との面談（合理的配慮について確認する。すでに，教育支援プランＡ（ケアプラン等を含

む）を持っているかを確認）する。
　　　②　在籍校で教育支援プランＡを作成する。（通級による指導の担当教師による協力・助言）
　　　③　通級指導教室に相談を申し込む。（相談申込票・教育支援プランＡの提出）
　　　④　通級による指導の決定（市町村就学支援委員会の意見に基づき決定）
　　　⑤　通級による指導の担当教師との面談
　　　⑥　教育支援プランＢ（在籍校），通級の個別の指導計画（通級指導教室）の作成
　　　⑦　教育支援プランＡ，教育支援プランＢの内容について，保護者・本人と確認する。
　　　⑧　通級指導教室・在籍校間で，教育支援プランＡと教育支援プランＢについて情報を共有する。
　　　⑨　市町村教育委員会に提出する。
　⑵　教育支援プランＡ
　　 　教育支援プランＡは，本人を取り巻く環境を整える，本人にとって必要な支援，なくてはならない支
援である。異学年，異校種間，関係諸機関に確実に接続し，支援や指導の連続を保障するものである。
本人の特別な教育的ニーズに応え，障害を改善・克服させていくためにも，連携していく上で重要な計
画になる。

　　 　保護者や本人との面談，通常の学級での観察を通して，特別な教育的ニーズの整理，本人・保護者の
願い，生育歴や療育歴などの本人のプロフィールを具体的に明記する。一般的には，３年に一度，改め
て教育支援プランＡを作成するが，毎年，見直して，必要事項の追記をしていく。

　⑶　教育支援プランＢ
　　 　障害の状態は，児童生徒によって様々であり，そのため個別の指導が行われるのが一般的である。
通級による指導という教育の形態から，少なくとも在籍学級の担任と通級による指導の担当教師とい
うように，複数の教師が一人の児童生徒の指導にかかわることが一般的である。さらに，保護者や医
療機関等を含めた相互の連携も求められる。こうしたことから，教育支援プランＢを作成し共通理解
を図るとともに，それぞれが分担して関わることによって適切かつ必要な指導を進めていくことにな
る。

　　 　通級指導教室での指導を通常の学級でも生かすことによって，指導の成果は上がる。教育支援プラ
ンＢの作成をきっかけに，通級指導教室と通常の学級での指導が相互に関わり合って指導の成果を高
めていく。

　　 　通常の学級では，本人の特性や課題，強みや弱みを把握し，個々の特性を十分把握して障害の改善・
克服を目標とした適切な指導内容・方法を検討した上で作成する。教育支援プランＡ・教育支援プラン
Ｂともに，在籍学級の担任だけで作成するのではなく，通級による指導の担当教師や校内委員会，特別
支援教育コーディネーターも協力・助言して作成する。

　　 　教育支援プランＢを作成することで，在籍学級である通常の学級の担任も児童生徒の抱える困難さに
注目し支援を行うことによって，児童生徒本人の心理的な不安等の解消につながっていく。

逆の場合もあり
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３　通級の個別の指導計画作成の基本と手順
　⑴　通級の個別の指導計画作成
　　 　在籍校で作成する教育支援プランＡ，教育支援プランＢとは別に，通級指導教室においては自立活動
の指導計画を個別に作成する。これを本県では「通級の個別の指導計画」と呼ぶ。（※詳細は，Ⅴ 第２
章 第１節を参照）

　　ア　情報の収集・整理
　　　 　諸検査，行動観察，撮影した動画，面談による聞き取り，生育歴調査等により情報収集し，児童生

徒・保護者・在籍学級である通常の学級担任の教育的ニーズを把握する。それぞれの願いに隔たりが
みられることがあるが，通級による指導の担当教師として共感的な態度で受け止め，諸検査の結果や
通級による指導の様子を見てもらうこと等を通して啓発することで，その隔たりをなくしていくこと
が大切である。また，医療機関や福祉機関等の外部機関との情報共有を必要とし，連携を図っていく
場合もある。

　　イ　指導計画の作成
　　　 　収集した情報をもとに，自立活動の時間の指導を行うための正確な実態把握と明確な課題設定をし，

自立活動の指導内容の中から必要なものを精査し，指導を行う指導計画を作成する。その際，保護者
や在籍校の協力を得ながら，児童生徒が意欲的に取り組めるようにするために，自己の課題を認識し，
目指すゴールが見えるように示す必要がある。

　　ウ　指導の実践
　　　　※第３節の例示参照
　　エ　通級の個別の指導計画の評価，指導の見直しと，修正
　　　 　自立活動の指導の評価は，年度末と学期末に行うのが一般的だが，通級指導教室では，入級の時期

が一定ではないことなどから，一人一人に応じて評価する必要がある。その際，保護者や在籍校に伝
わるように具体的で客観性のある評価を心掛ける。主に，次の観点で評価し，計画を見直す。

　　　・　実態が正しく捉えられているか（何がどの程度できるか）
　　　・　目標の設定と指導の見通しは適切か
　　　・　家庭や在籍学級の協力をどれくらい得られているか

＜図１＞通級の個別の指導計画作成の手順

　⑵　通級の個別の指導計画の評価と改善
　　 　指導計画の実施の過程，または実施後において，常に指導計画を評価し，児童生徒の実態の変化に即
応するように，指導計画をより良いものに修正していくことが大切である。児童生徒一人一人について
行う指導計画の修正作業は，通級指導教室において毎時間の日常業務の一つとして考え，少なくとも学
期に一回以上ＰＤＣＡサイクルによって評価し，改善を図る。指導の評価については，通級による指導

こと等

等
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の中での評価と在籍学級の中での評価，家庭の中での評価があり，それぞれ評価の観点を立てるなどの
工夫をし，定期的に評価し，改善の資料とする。このように指導内容はもとより，場合によっては弾力
的に時間割の変更を必要とする場合もある。保護者の送迎の負担や移動に費やす時間，在籍学級から通
級指導教室へ通う際の状況なども再確認する。

　⑶　学期末や年度末の報告書等について
　　 　学期末には一人一人の児童生徒についての指導に関する経過報告を文書等で在籍校に行う。直接在籍
校へ行き，在籍学級担任や校長に指導の様子を伝えたり，学校での様子を聞いたりするとさらによい。

　　 　また，年度内に既に退級した児童生徒も含め，通級による指導を受けた事実を指導要録に記録する必
要があることを在籍学級担任と確認する。事前に在籍学級担任に指導要録への記述を依頼する必要があ
る。なお，次年度にも継続して通級による指導を受ける場合は，時間割の作成の際の配慮等を引き継ぐ
ことが重要である。

　⑷　退級の判定についての基本的な考え方
　　 　通級指導教室は，市町村教育委員会等と連携を取り，障害の状況が改善した場合など，退級の基準を
設けることができる。

　　（例） ・　通級による指導の担当教師，本人，保護者，在籍学級担任の四者が安心できるとした時
　　　　　 ・　指導開始時に設定した退級のための目標に達した時
　　　　　 ・ 　完全に改善していなくても，ある程度日常生活に支障なく適応できると前述の四者が納得

できる時
　　 　地域によっては，スーパーバイザーの判断で退級か継続か判断する場合がある。その際の留意点は，
症状は改善されているが，新年度になり在籍学級が変わるなど本人を取り巻く状況の変化から，指導の
継続または経過観察とすることもある。医療的判断及び教育的判断など総合的な視点で判断することが
必要である。

　　　市町村教育委員会によっては，退級に当たり，就学支援委員会において退級の承認を行うこともある。

４　難聴のある児童生徒の教育支援プランＡ・教育支援プランＢ
　⑴　実態把握の方法
　　 　教育支援プランＡ，教育支援プランＢの作成に当たり，個々の児童生徒について以下のような情報を
収集し，実態を的確に把握する。その際，把握した情報の取扱いについて，すべて個人情報であるため
十分留意する。また，関係機関（療育機関，医療機関等）と連絡を取る際には，保護者に了解を得た上
で行うことが望ましい。
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　⑵　通級による指導における指導目標の設定
　　ア　実態の整理と指導すべき課題の抽出
　　　 　把握した児童生徒の実態に基づいて，以下の観点から分類・整理することで，一人一人の課題を明

らかにして，指導目標を設定する。整理した情報から指導すべき課題を決めていくこととなるが，自
立活動の内容やこれまでの学習状況，指導による障害の克服の見通しなどを検討し，指導目標を設定
することが大切である。

　　　①　聴力・聴覚活用
　　　　・聴覚障害の種類と程度　　　　　・言葉の聞き取りや理解の状況
　　　　・補聴器・人工内耳，集団補聴システム（ロジャー，ＦＭ補聴器等）の活用状況　等
　　　②　言語理解・表出
　　　　・構音の状況　　　　・会話明瞭度　　　　・語彙力　　　　・発話文の長さや複雑さ
　　　　・読解力　　　　　　・構文力　等
　　　③　通常の学級や家庭での適応の問題や心理的な問題
　　　　・コミュニケーションがうまくいかないために起こる二次的な問題
　　　　・通常の学級や家庭の理解や協力体制
　　　　・本人の障害に対する思いや性格・特徴の問題　等
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　　イ　長期的及び短期的な観点からの指導目標の設定
　　　 　指導目標は，小学校に在籍する間や学年毎等を見据えた長期的な観点に立った指導目標と，学期毎

等の短期的な指導目標がある。
　　　　次のような内容を含め，個々の児童生徒の実態に即して，指導期間と改善の目安を立てる。
　　　・聞こえにくさから派生する諸問題の改善・克服
　　　・コミュニケーション能力の向上
　　　・難聴理解・自己理解
　　　 　長期目標で設定したことについて，段階的，系統的に取り上げ，学期ごとや半年単位程度で，どの

程度までの改善・達成を図るかを決めて目標を設定する。
　　ウ　通級による指導目標の設定における留意点
　　　 　指導の重点は，児童生徒の実態や学年によって異なってくる。学年が進むに従って難聴理解や自己

理解，社会適応，対人関係などに重点を置かなければならないケースが多くなる傾向がある。特に中
学校では，進路指導や部活動への適応等も重視されてくるので，指導目標の設定においても配慮しな
ければならない。児童生徒の現在の姿のみにとらわれることなく，そこに至る背景や，学校で指導可
能な残りの在学期間，数年後や卒業後までに育みたい力との関係など，児童生徒の中心的な課題を整
理する視点を明確にする必要がある。

　　　 　個々の指導目標を設定する時に常に考えておかなければならない重要な課題は，「聞こえの不確実
さ」ということである。それが，乳幼児でも，学齢に達した児童でも，間近に社会に出ようとする生
徒においても，この「聞こえの不確実さ」という課題は変わらない。このことを常に念頭におき目標
を設定しなければならない。

　⑶　指導内容
　　 　教育支援プランＢの作成においては，個々の児童生徒に長期的及び短期的な観点から指導目標（ねら
い）を定め，その達成のために必要な項目を段階的に取り上げることが重要である。

　　 　自立活動の指導に当たっては，次表に示す内容の中から必要な項目を選定し，それらを相互に関連付
け，具体的な指導内容を設定する。

　　　ア　自立活動における主な指導内容

区分・項目 主な指導内容

健
康
の
保
持

①生活リズムや生活習慣の形成
②病気の状態の理解と生活管理
③身体各部の状態の理解と養護
④障害の特性の理解と生活環境の調整
⑤健康状態の維持・改善

○耳の構造や自己の障害についての理解
〇補聴器を用いる際の留意点の理解
〇聴覚疾患についての理解と自己管理
〇 聞こえの状況や聴覚障害の特性を理解し，他者に伝えら
れるようにする

心
理
的
な
安
定

①情緒の安定
②状況の理解と変化への対応
③ 障害による学習上または生活上の困難を
改善・克服する意欲

○聴覚活用への関心・意欲の向上
〇 社会的自立に向けての自己理解（障害受容），情報収集，
進路選択
〇手帳申請等の福祉制度の理解

人

間

関

係

の

形

成

①他者とのかかわりの基礎
②他者の意図や感情の理解
③自己の理解と行動の調整
④集団への参加の基礎

○健聴者のコミュニケーションの特徴の理解
〇聴覚障害者のコミュニケーションの特徴の把握
〇相手に応じたコミュニケーション手段の選択と的確な会
話の内容の把握

〇積極的に関わろうとする姿勢と相手の話を最後まできち
んと聞こうとする態度の育成

〇話の内容が分かりにくい場合に質問できる習慣の習得
〇相手の快・不快の表情，言葉，口調等への注意
〇自分の聴力や発音の明瞭度を理解し相手の反応から意図
が伝わっているかを考察すること

〇集団活動の目的や内容の把握と自己の役割を考察すること
〇集団活動への参加の仕方とルールの理解
〇人を仲立ちとした集団への参加意識の喚起すること
〇集団の中で自分から話す経験を増やすこと
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環

境

の

把

握

①保有する感覚の活用
②感覚や認知の特性についての理解と対応
③感覚の補助及び代行手段の活用
④感覚を総合的に活用した周囲の状況につ
いての把握と状況に応じた行動
⑤認知や行動の手掛かりとなる概念の形成

○補聴器・人工内耳の操作と管理
〇補聴器・人工内耳の装用習慣の定着
〇音・音楽の聞き取り
〇言葉の聞き取り
〇聴力・補聴器等についての知識の習得
〇場所や場面，機器の特徴に応じた集団補聴システムや　
ＦＭ補聴器の選択・活用
〇言語概念の形成（言葉と行動の対応関係）

身
体
の
動
き

①姿勢と運動・動作の基本的技能
②姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活
用
③日常生活に必要な基本動作
④身体の移動能力
⑤作業に必要な動作と円滑な遂行

○構音器官（舌・あご・口唇等）の機能の向上，呼気や声
の出し方の調整

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

①コミュニケーションの基礎的能力
②言語の受容と表出
③言語の形成と活用
④コミュニケーション手段の選択と活用
⑤状況に応じたコミュニケーション

○日本語文法の理解と活用
〇読話，発音・発語，キュード・スピーチ，文字，指文字，
手話等の選択や活用
〇ＩＣＴ機器等の活用
〇要約筆記等の情報保障の理解・活用

　　 　なお，具体的な指導内容は，自立活動の六つの区分の下に示された27項目の中から必要とする項目を
選定した上で，それらを相互に関連付けて設定することが重要である。

　

　　イ　指導上の留意点
　　　ア　環境調整
　　　　 　通級指導教室における自立活動の指導の効果を上げるためには，在籍学級や家庭での適応の課題

や心理的な課題についても，留意し，連携した指導を行っていくことが大切である。難聴により，
情緒面や適応面で問題が生じる場合がある。難聴のある児童生徒は，コミュニケーションが円滑に
いかない，自分の言いたいことをうまく言葉で表現できない等により情緒的に不安定な状況になり
やすい。そのような場合は，児童生徒の話をよく聞き，課題の把握に努め，児童生徒とともに考え
解決していく必要がある。

　　　　 　また，授業中の教師の話が十分に理解できないために，学習に遅れが生じたり，意欲をなくした
りする場合もある。在籍学級担任と協力して，環境調整や配慮を行うようにする必要がある。具体
的には，次のようなことがある。

　　　　・　できるだけ板書を多くしたり，掲示物を用意したりするなど視覚的手がかりを多く準備する。
　　　　・　顔や口元が見やすい位置に座席を設定し，的確な音声や身振りなどで説明する。
　　　　・　個別的な指導の時間をできるだけ確保する。
　　　　・　机間指導の際には，児童生徒の前から話しかけるとともに逆光にならないようにする。
　　　　・ 　発言する児童生徒には，しっかり挙手をさせ，発言者の位置を明確にさせる。発言内容を繰り

返したり，板書したりする。
　　　　・　いすの騒音を減らす工夫をする。
　　　　・ 　校内放送などスピーカーからの音声は聞き取りにくいため，緊急時の対応や，避難訓練につい

ては事前によく確認をしておく。

※「学校教育施行規則140条の規定による特別の教育課程について定める件の一部を改正する告示」（平
成28年文部科学省告示第176条）において，それまで「特に必要があるときは，障害の状態に応じて各
教科の内容を補充するための特別の指導を含むものとする。」と規定されていた趣旨が，単に各教科の学
習の遅れを取り戻すための指導等，通級による指導とは異なる目的で指導を行うことができると解釈さ
れることのないよう，「特に必要があるときは，障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行う
ことができる」と改訂された。つまり，通級による指導の内容について，各教科の内容を取り扱う場合
であっても，障害による学習上または生活上の困難の改善又は克服を目的とする指導であるとの位置付
けが，明確化された。
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　　イ　連携した指導
　　　ａ　通級による指導時間の設定
　　　　　通級指導教室での授業時数や時間帯を設定する際には，次の点に配慮する。
　　　　 　難聴のある児童生徒への指導の効果が十分上がるようにするため，障害の程度や言語力の状態，

在籍学級での適応状況を的確に把握し，総合的に判断する必要がある。
　　　　 　さらに，在籍学級の活動に支障なく参加できるように配慮することも大切であり，在籍学級担任

や保護者の意見を参考にして，指導時間を決定することも必要である。一人一人の状態に合わせた
指導時間を決める際に，具体的には，以下のような配慮事項がある。

　　　　・　障害の状態と指導の必要性により，授業時数及び時間帯を決める。
　　　　・　指導効果が上がるように，児童生徒にとって疲労の少ない時間帯を選ぶ。
　　　　・　在籍学級での授業時間割に配慮し，自立活動に置き換える教科等が偏らないようにする。
　　　　・　他校通級の場合は，通級指導教室へ通うための時間を配慮する。
　　　　・　在籍学級での行事等と通級による指導を受ける時間が重なる場合には，その都度，考慮する。
　　　ｂ　在籍学級担任との連携
　　　　 　通級による指導の担当教師は，在籍学級担任と難聴のある児童生徒の教室内外での実態について

の情報や資料を随時交換し，難聴についての理解を図る。そして，一致した指導方針や指導計画で
対応することにより，通級指導教室での指導がより効果的に進むようにする。

　　　　・ 　自立活動と各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動の指導と密接な関
連を保つ必要がある。自立活動での指導教材に在籍校での指導を関連付けることは，児童生徒の
学習意欲にもつながるため，在籍学級担任と「連絡帳」等を使って学習内容を相互に連絡し合う。

　　　　・ 　児童生徒の実態や通級による指導の内容等の共通理解を図るため，情報交換の場として連絡協
議会等を行う。

　　　　・　在籍学級担任に，通級指導教室での一人一人の実態に即した指導の参観を依頼する。
　　　　・ 　通級による指導の担当教師が在籍学級での授業の様子を参観し，児童生徒の周囲への注意力や

聞き取りの状態などを把握し，指導に生かす。
　　　　・ 　難聴という障害，補聴器や座席の配慮についてなど，在籍学級全体で理解し，ともに生きる意

識を育むため，在籍学級等において，理解啓発授業を行う。
　　　　・ 　児童生徒の一人一人の指導内容や課題，今後の指導方針等について，学期末等定期的に「指導

報告書」等で報告することが必要である。
　　　ｃ　保護者との連携
　　　　 　指導内容の定着を図り，生活に生かす場として，家庭の果たす役割は大きい。通級による指導の

内容や方針，家庭学習での課題の進め方等について，保護者に具体的に説明し，協力を求めること
が必要である。

　　　　・ 　児童生徒の学習の様子，家庭での生活の様子について，日々の学習の中で話題にすることで，
保護者の思いを確認し，保護者の立場を理解するように努める。

　　　　・　必要に応じて，面談を設定し，保護者の支援を行う。
　　　ウ　進路指導
　　　　 　進路指導については，小学校，中学校と，それぞれの発達段階に応じて，適切に進めなければな

らない。特に，通級による指導においては，自分自身の在り方について客観的に見つめ，どのよう
な生き方を目指したらよいのかを自主的に判断できる力を育てていくことが大切である。

　　　　 　なお，中学校においては，進路に関する資料を多く整え，活用できるようにしておく。保護者会
などを通して，高校受験の対応など，在籍校と相談して進められるようにする。

　　　　 　また，可能な限り「先輩の話を聞く会」等を実施し，進路に関する意識付けを図り，主体的に自
分の進路を考える姿勢を養うことが大切である。高校生や学生，社会人となった同障者の話を聞く
ことは，児童生徒の将来を見通す上で保護者にとっても貴重な機会となる。

　　ウ　自立活動と合理的配慮との関わり
　　　 　学校教育における合理的配慮は，障害のある児童生徒が他の児童生徒と平等に教育を受けられるよ

うにするために，障害のある個々の児童生徒に対して，学校が行う必要かつ適当な変更・調整という
配慮である。また，一方で，児童生徒が，学習上の困難を主体的に改善・克服できるように知識，技
能，態度及び習慣を養うことを目的に指導するのが自立活動である。

　　　 　合理的配慮は，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり，通級による指導
の担当教師として，保護者や在籍校の担任との連携の中で，必要に応じて助言する。合理的配慮と自立活動
の目的を十分に理解し双方の過度な負担になり過ぎない範囲で，合理的配慮について助言するよう留意する。
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　⑷　指導評価
　　 　通級の個別の指導計画に基づく指導は，計画（Plan）－実践（Do）－評価（Check）－改善（Action）
のマネジメントサイクルで進められる。学習の状況や結果を適切に評価し，通級の個別の指導計画や自
立活動の指導の改善を図ることが大切である。

　　 　計画は当初の仮説に基づいて立てた見通しであり，児童生徒にとって適切な計画であるかどうかは，
実際の指導を通して明らかになっていく。評価は，児童生徒の目標に照らして，実際の指導がどのよう
にして行われ，どのように変容しているかを明らかにするものである。そして，児童生徒の学習状況や
指導の結果によって，適宜よりよいものに修正・改善していくことが大切である。

　　 　指導と評価は一体であると言われるように，評価は児童生徒の学習評価であるとともに，教師の指導
に対する評価でもある。それぞれに評価の観点を立て，意図的に評価の機会を設けて，改善のための資
料にすることが望ましい。

　　①　指導内容及び方法
　　　 　児童生徒の実態把握に基づいた実際の指導段階でも児童生徒の学習状況や反応によって，指導内容

や方法を検討することが必要となる。定期的なケース会議等で児童生徒の行動を多くの視点から分析
したり，指導方法を検討したりすることにより，より適切な指導計画に修正していくことが必要であ
る。

　　②　学習状況の評価
　　　 　一人一人の実態に応じた目標が達成されたかについて，個人内到達度評価を行う。
　　　 　学習状況や結果の評価について，計画の評価を適正に行うために，当初に設定した長期目標と短期

目標の二つの観点から評価し，改善の資料にすることが望ましい。
　　　 　なお，学習状況の評価については，通級指導教室における実態だけでなく，家庭での様子，在籍学

級での様子等，情報を聴取して把握する必要がある。
　　　（※具体例として例示１，２「通級の個別の指導計画」表内を参照）
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５　構音障害のある児童生徒における通級の個別の指導計画
　⑴　実態把握の方法
　　 　通級の個別の指導計画を作成するために，一人一人の児童生徒について以下の表に示したような情報
を収集し，実態を的確に把握することが重要である。

　　 　実態把握の方法として，主に観察や面接，検査や調査がある。実態把握の際は保護者に十分な説明を
し，同意を得ることが重要である。そして，保護者との信頼関係を築きながら行うことに留意する。

　　 　収集する情報は通級の個別の指導計画を作成するために必要な内容とし，個人情報の保護にも十分留
意する。保護者や在籍学級担任，医療機関等からの情報による実態把握のための調査も行う。収集した
情報は整理してまとめ，指導計画作成の基礎資料とする。

　実態把握各項目と詳細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※各項目は，参考）
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　実態把握から指導までの流れ

※　鼻咽腔閉鎖機能不全とは，話をするとき口の中に空気を保つことができず，鼻に漏れる状態を言う。

1　 本人・保護者や学校側から，児童生徒のことばの面（発音等）についての相談・心配なことを聴取し，主訴を
把握する。
2　生育歴について調査し，児童生徒の全体像をつかむ。
3　児童生徒の構音を正確に捉えるため，構音検査を行う。
4　構音検査の他に必要な検査がある場合は実施，または専門機関（医療機関等）に依頼する。
5　 構音障害の有無，種類，程度，適応，他の障害の関係で構音にも課題が出ているのか等を，上記１～４の情報を基に，
通級による指導についての判断（評価・審議）をする。
6　 保護者や学校側に検査結果を伝え，通級による指導の必要性の有無，必要有りの場合の指導方法（学習方法）や
期間，改善（・軽減）の見通し等について説明をする。
7　 指導が必要な場合，本人・保護者，学校側の同意を得て（市町村によっては審議等を経て）指導を開始する。
　　・　指導をしなくても自然に改善される可能性が高い場合は，その説明（理由），期間の目安を伝える。
　　・ 　いずれは指導の必要有りと予想されるが，現段階では少し全体の発達を待った方がよい場合は，家庭でで

きる取組の情報提供をする。さらに，経過をみるため次回の相談時期を伝える。
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　⑵　指導目標の設定
　　 　個々の実態把握に基づき，一人一人の障害の状態や児童生徒・保護者・在籍学級担任それぞれのニー
ズに応じて指導目標を設定する。

　　 　学年単位や指導終了時の改善の状況などを示す長期的な目標と共に，当面の対応に即した短期的な目
標を立てることが指導の効果を高めるために必要である。段階的に短期目標が達成されることにより，
長期目標が達成できるようにしていく。

　　 　目標や指導の方針については，正確に分かりやすく児童生徒と保護者両方に伝える。改善の見通しに
ついては，個人差や様々な要因によって変わるので，児童生徒や保護者の願いと一致しない場合は，十
分に説明をして理解を図る必要がある。

　⑶　指導内容
　　ア　指導内容設定と指導上の留意点
　　　・　解決可能で取り組みやすい内容
　　　　 　課題音は一つに絞り，系統的段階的に指導する。各段階で十分に練習してから次の段階へ進むよ

うにする。障害の程度や発達段階に応じた指導を行うために，個別指導を行う。
　　　・ 　興味・関心をもって取り組める内容
　　　　 　単調な反復練習にならないように，指導内容や方法を創意工夫する。いくつかある課題音をどの

順番で指導していくかについては，児童生徒が気にしている音から，使用頻度が高く目立つ音から，
比較的短期間で改善が期待できる音からなどの考え方があるので，個々の実態に基づき判断する。

　　　・　目標を自覚し成就感を味わえる内容
　　　　 　自己評価が的確にできるよう課題の細分化や達成度の明示をし，できる喜びを味わわせる。
　　イ　音の聞き取り
　　　 　聞き取りの学習は指導が終了するまで続けて行い，各指導段階での正しい音と誤り音を確実に聞き

分けることができるようにする。ゲーム的要素を取り入れて楽しみながら行う。
　　　ア　誤り音の自覚
　　　　 　どの音がどのように誤っているかを理解するために，通級による指導の担当教師が見本を示した

り，録音された自分の誤り音を聞いたりする。
　　　イ　目的音の聞き出し
　　　　　連続的に一つのつながりとして聞こえてくる言葉の中から，目的音を聞き出す。
　　　ウ　比較・弁別
　　　　 　単音，単音節，無意味音節，単語，文，会話の中で，通級による指導の担当教師が意図的に誤っ

て構音した音を聞いて誤りを指摘したり，自分が誤って構音した音を確認したりする。
　　ウ　発語器官の機能向上
　　　　発語器官の運動機能に遅れが見られる場合は，運動機能訓練を取り入れる必要がある。
　　　　（※「例示５ 機能性構音障害のある児童（置換）」の通級の個別の指導計画及び学習指導案を参照）
　　エ　課題音の改善　
　　　　構音操作（口唇，舌，顎等の動き）がよく見える位置で指導を行う。
　　　ア　単音の練習
　　　　・　聴覚刺激法（正しい音を聞き，真似させることを繰り返す）
　　　　・　鍵になる単語を利用する方法（正しい音が出せている単語を利用する）　
　　　　・　他の音を変える方法（正しく出せている音を組み合わせる）
　　　　　　例：「く」「え」が正しく発音できている場合「ケ」の誘導として「くぇ」を利用する。
　　　　・　新しく音を作る方法（正しい構音点や構音操作を覚え直す）
　　　　　　どの方法を用いるかは児童生徒の実態によるが，上記の方法を組み合わせて指導する。
　　　イ　無意味音節の練習  
　　　　 　学習した直後の正しい音を意味のある単語の中で使おうとすると誤り音になりやすい。そのため，

新しく学習した正しい音と他の音（母音や正しく出せる子音）を組み合わせて，無意味な音節の中
で練習する。語頭に課題音をつけた音節（例：スあ，スい…）から，語尾（例：あス，いス…），
語中（例：あスあ，いスい…）にある音節へと練習を進める。

　　　ウ　単語の練習
　　　　 　課題音が語頭の位置にある単語から，語尾，語中にある単語へと指導を進める。（語尾単語から

始める場合もある）その際，課題音以外は誤っていても指摘しない。なるべく日常生活で使う可能
性が高い単語を20～30個くらい，練習帳を作るなどして繰り返し練習する。
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　　　エ　短文の練習
　　　　 　すでに練習した単語を使って２～３語文を作り，課題音を正しく出す練習をする。ほかに指導す

る音がある場合は，課題音の指導が短文練習まで進んでから練習を始める。
　　　オ　文章の練習
　　　　　国語の教科書等の文章を音読する。長文が苦手な場合は復唱させる。
　オ　課題音の日常化
　　　ア 　初めは，詩や絵本のような短いものから取り組み，教科書教材の音読へと進む。ことわざカード，

四字熟語カード，カルタ，百人一首カードなど，楽しく学べる教材を利用する。
　　　イ 　教科書教材の音読で誤り音が出なくなったら，おしゃべりを中心とした練習を行う。手本となる

文章がない状態で，絵本などの内容を説明したり，質問に答えたりする。また，正しい発音で歌う
練習も有効である。全ての指導段階でゆっくり言う練習から始めて，徐々に早くても正しく言える
ように練習する。（１秒間に５音節が目安）

　　　ウ 　「通級指導教室や家庭で５～10分間」など特定の場所や時間内で，全ての会話に気を付けて話す
ようにする。誤り音が出たらすぐに言い直させ，どの音が誤りであったかを自分で気付かせる。時
間を徐々に延ばしていき，日常のおしゃべりに移行していく。

　　　エ 　意識しなくても課題音を正しく使いこなせることが指導終了の目安である。終了する場合は，在
籍学級担任や保護者に，在籍学級や家庭で誤り音がないかを観察してもらい，その後終了検査を行
う。誤り音に戻る気配が認められなければ指導を終了とする。

　カ　家庭や在籍学級担任，他機関との連携
　　　ア　家庭との連携
　　　　 　構音の誤りを早期に改善するには，家庭でも毎日根気強く練習に取り組む必要がある。そのため

には，児童生徒はもとより，指導における意図に対する保護者の理解と協力が必要である。保護者
には現在の言葉の状態，課題や原因，今後の指導や改善の目安等を分かりやすく説明する。また，
実際の指導を参観しながら，指導段階別の正しい音と誤り音の聞き分けや，誤り音を使ったときの
適切な対応の仕方などについて，保護者が理解できるようにする。

　　　イ　在籍学級担任との連携
　　　　・ 　教室要覧や教室案内のパンフレット，教室だより等で通級指導教室への理解を図る。
　　　　・ 　連絡帳や定期的な連絡会，通級による指導の参観等で，日々の指導の様子や音の改善の状態，

指導効果等の情報交換を行い，共通理解の下，日常生活での定着を目指す。
　　　　・ 　通級による指導を受ける児童生徒を，学級全体で受け入れる気持ちを育てるための指導を在籍

学級担任や通級による指導の担当教師が行う。その際，児童生徒と保護者の意向が十分反映され
るように留意する。

　　　　・ 　指導内容や指導の経過について，児童生徒が在籍する学校に文書等で定期的に報告し，在籍学
級担任以外の教師にも理解を図ることが大切である。

　　　ウ　他機関との連携
　　　　 　身体的，環境的，情緒的な面に課題がある場合や，指導の過程で医学的な検査等が必要になった

場合は，専門機関と連携・協力を図り，効果的に指導を進める。
　　　　・ 　乳幼児期に通っていた医療機関や福祉機関があれば，指導経過等の情報を得て，一貫した指導

を行う。
　　　　・ 　構音障害の中には医学的治療や手術後の医学的管理，定期的な医学検査等，医療機関との連携

が必要な場合がある。報告書や依頼状を通し，または，訪問して連携，協力を図る。
　キ　適応面への働き掛け
　　 　構音障害によって，二次的に生じる生活上または学習上の困難を改善・克服するための働き掛けを常
時行う。

　　・ 　何度も聞き返される等コミュニケーションが円滑にいかないことにより，情緒的に不安定になるこ
とがある。児童生徒の話をよく聞き課題の把握に努め，解決していくことが大切である。

　　・ 　会話明瞭度の低い児童生徒の場合には，発音だけではなく，話の内容に関心をもって聞くような接
し方をするよう，保護者や在籍学級担任にも協力を求める。

　　・ 　話すことに関して消極的な児童生徒の場合には，話すこと以外の学習や生活場面での非言語活動の
時間を確保する等の配慮をする。

　ク　効果的な指導のために　
　　 　苦手なことの練習に自ら立ち向かっていこうとする意欲をもたせ，その気持ちを持続させるためには，
「楽しさ」と「自信」が不可欠である。
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・ 　「自由会話」では，自分の言いたいことを自由に話
させ，肯定的に受け止めるようにする。発音の誤りを
気にしないで，自分の話を最後まで聞いてもらえる楽
しさ，話が伝わる喜びを味わわせ，自信をもたせる。
・ 　学習した音を使ってカード遊びをしたり，クイズを
出し合ったり，児童生徒主体の言葉遊びをしながら，
日常化を図る。

　　　・ 　どんな小さな変化でも，できるようになったことを見付けて称賛することで，家庭でも練習を頑
張ろうとする意欲につながる。

　　　・ 　折に触れて発音の状態をＶＴＲに録画したものを確認し合い，改善している実感をもたせる。
　⑷　指導評価と通級の個別の指導計画の改善
　　 　通級の個別の指導計画に基づき一定期間続けた指導について，指導目標や指導内容・方法の評価を行
う。児童生徒の実態の変容に対応して指導計画を修正し改善に務めることが大切である。評価を行うに
当たっては，定期的にケース会議を開いたり，指導計画を検討したりする。通級による指導の担当教師
が一人の場合は，他校の通級指導教室や専門機関と連携するなどの工夫が大切である。

　　ア　児童生徒の変容
　　　 　児童生徒の変容を捉えるためには，通級の個別の指導計画作成時に，把握した実態をもとに評価の

観点を作成しておくことが必要である。また，在籍学級担任から情報を得て，在籍学級での変容をと
らえたり，児童生徒本人や保護者から家庭の様子を聞いたりして，適宜，評価を行い，通級の個別の
指導計画の修正に役立てるようにする。

　　イ　指導の内容及び方法
　　　 　一定期間の指導を行った後，構音検査を必ず実施し，日々の指導の経過記録も判断の材料に加えて，

目標や指導内容，方法について再評価を行う。指導計画を修正・改善した場合は，定期的にケース会
議等で，より効果的な指導方法について検討することが大切である。

　　ウ　指導結果の評価
　　　 　通級の個別の指導計画の長期目標（最終目標）が達成できたかどうかによって，指導計画や結果の

評価をする。構音障害の改善及び構音障害に起因すると思われる二次的な障害の軽減について評価を
行う。

６　吃音のある児童生徒の指導
　⑴　実態把握の方法
　　 　実態把握をする際には，初回面談の際に児童生徒を取り巻くさまざまな環境を理解しながら，吃音の
症状との関わりについて把握するようにする。また，保護者と面談を行い，今できる支援について話し
合うことで，合意形成を図りながら通級の個別の指導計画を作成することが大切である。

例　１時間の指導の流れ
1.自由会話・・・・・・既習音の定着を確認
2.宿題の確認・・・・・目的音の定着を確認
3.今日の課題・・・・・新しい課題で反復練習
4.課題の応用・・・・・気分を変えて反復練習
5.振り返り・・・・・・振り返りと次の宿題
6.保護者への説明・・・指導内容の説明
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※　ジョンソンの立方体モデル
　 　ウェンデル・ジョンソンの言語関係図は，吃音の問題を三つの軸（要素）による立体
として捉え，出来上がった箱（立体）の大きさや形が問題の大きさや特徴を表すとして
いる。
　　・Ｘ軸：自分の吃り方
　　・Ｙ軸：まわりの人が，自分が吃った時に，どんなふうに反応しているか
　　　　　　受け止めているか
　　・Ｚ軸：自分の吃音とまわりの反応に対して自分がどう考えているか，
　　　　　　悩んでいるか
 （独立行政法人国立特別支援教育総合研究所研究報告書より）

７　指導評価と通級の個別の指導計画の改善
　 　通級の個別の指導計画に基づき指導を実施している過程や実施後においても，児童生徒の実態に応じて
常に通級の個別の指導計画を吟味かつ評価しながらよりよいものに修正し改善していくことが大切である。
評価を行う際には，通級による指導の担当教師同士で事例会議を開いたり，在籍学級担任とも連携を図っ
たりしながら通級の個別の指導計画の検討を行う。
　 　吃音の児童生徒の場合，自分の生き方や吃音との向き合い方を考えることが多いため，具体的なゴール
を設定するのは難しいが，目標に対しての評価，また，学期ごとの評価の二つの評価を考える必要がある。
　 　ＰＤＣＡサイクル（Ｐ：通級の個別の指導計画の作成→Ｄ:通級の個別の指導計画を踏まえた教育の実
施→Ｃ:児童生徒の学習状況，通級の個別の指導計画等の評価→Ａ:授業や通級の個別の指導計画等の改
善）の実施で指導と評価の一本化を図り，どれだけ目標に近付けたか，またどの部分を改善していけばよ
いかを検討し，次の指導に生かしていく。
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国際生活機能分類（ＩＣＦ）概念図による吃音のある児童の実態把握
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国際生活機能分類（ＩＣＦ）概念図から見た吃音のある児童

望まれるゴールとそのために考えられる要因
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５　教室経営年間計画（例） （小学校） （中学校）
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６　日課表

７　指導記録と学習評価
　⑴　日常の指導記録
　　ア　行動観察記録
　　　 　通級の個別の指導計画に沿って，重点目標として取り組んでいる指導内容について記録用紙に記録

する。
　　　　また，指導の中で，特徴的な言動や特記事項，授業時間の活動状況や反応等について記録する。
　　イ　プリントやノートの活用
　　　 　通級による指導では，児童生徒の課題に沿って取り組んでいるプリントや連絡ノートの活用等がそ

のまま記録となる。通級による指導で使用したプリントやノートのコピーを在籍学級担任や保護者に
渡し，指導内容を理解してもらうことも大切である。

　　ウ　ＩＣＴ機器の活用
　　　 　口の開け方，舌の使い方等，発音の仕方等，教師や児童生徒が確認することができるように，タブ

レット端末やデジタルカメラ・ビデオカメラ等を用いて撮影し，口の形と音とのマッチングの確認な
どをするとともに記録として残すようにする。

　⑵　日常の学習評価（指導記録用紙　例）
　　　 　通級指導教室の学習評価は，通級の個別の指導計画に設定した指導目標をもとに，どの程度まで達

成できたかを振り返り，授業における児童生徒の変容と課題を毎時間評価する。指導者は指導開始時
に設定した長期目標や短期目標，指導方針の妥当性，指導方法や使用した教材・教具の有効性につい
て評価を行う。その結果をもとに，指導目標や指導内容，指導方法や使用する教材教具について新た
に設定したり，改善したりすることが大切である。

【小学校】

　 時刻 月 火 水 木 金

1 8:50 　 　 　 　 　

2 9:45 　 　 　 　 　

3 10:50 　 教
室
会
議

　 教
室
研
修

教
育
相
談4 11:40 　 　

5 13:50 　 　 　 　 　

6 14:50 職
員
会
議

　 　 　 　

7 15:50 　 　 　 　

※１単位時間は 45分　※空欄は指導時間

【中学校】

　 時刻 月 火 水 木 金

1 8:50 　 　 　 　 　

2 9:45 　 　 　 　 　

3 10:50 　 教
室
研
修

　 　 教
育
相
談4 11:40 　 　 　

5 13:50 　 　 　 　 　

6 14:50 職
員
会
議

　 　 　 　

7 15:50 　 　 　 　

※１単位時間は 50分　※空欄は指導時間

　① 　教室会議とは，通級による指導の担当教師が集まり，通級指導教室運営上の情報交換・共有等を行い，通級
指導教室運営の共通理解を図る時間である。

　② 　教室研修とは，通級による指導の担当教師が集まり，指導力向上のため計画的に研修を行うための時間である。
　③　教育相談対応の時間である。
　 　なお，①・②については，必要に応じて，市町村教育委員会の担当指導主事が対応にあたり，市町村の通級に
よる指導の方針の確認や情報交換共有を図り，通級による指導力の質の向上を図る目的で実施しているところも
ある。
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８　在籍校と保護者との連携
　⑴　在籍学級との連携
　　 　通級による指導の担当教師は，在籍学級担任と難聴・言語障害の児童生徒の在籍する通常の学級での
学習活動や日常生活での実態の把握や情報収集等を随時交換し，障害特性による指導・支援について共
通理解を図る。さらに，指導計画や指導方針を確認し合い，対応することにより通級指導教室での指導
が通常の学級でより効果的に進むようにする。

　　 　通級指導教室での指導が通常の学級での授業に生かされていくことは，児童生徒の学びを支えること
になり，学習意欲につながってくる。さらに他教科等と自立活動の内容との連携が大切となる。

　　 　また，学校生活や様々な学習活動において，望ましい行動ができるよう支援し，成果に対し，称賛や
励ましが必要である。そのためには，在籍学級担任との連携が不可欠である。

　　①　相互の学習内容や支援の状況の共有のため，連絡ノートを活用する。
　　② 　在籍学級担任に，通級指導教室での実態に即した個別の指導の状況を参観してもらい，通級指導教

室での指導について理解を図る。
　　③ 　通級による指導の担当教師が，通常の学級の授業を参観し，難聴のある児童生徒の通常の学級にお

いて，指導上の配慮事項等を在籍学級担任と確認し合い，指導に生かす。（安心・安全な場としての学級経営）
　　④ 　通級指導教室の理解・啓発のため，管理職，特別支援教育コーディネーター，在籍学級担任等と通

級指導教室連絡協議会等を開催する。
　　⑤ 　難聴・言語障害のある児童生徒の理解のため，在籍学級や学年で指導し，通級指導教室に通う児童

生徒への支援体制づくりを行う。
　　⑥ 　スモールステップで少しでもできたことに対して，即時に具体的にどこがよかったかを伝えながら

称賛し，児童生徒の成功経験を積み上げ，積極的に取り組もうとする意欲を育てる。
　　⑦ 　通級指導教室では，一人一人の指導内容や課題，今後の指導予定等について学期末など定期的に報

告書を作成する。
　　⑧ 　必要に応じて，在籍学級担任に教育支援プランＡ・Ｂについて助言を行う。
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　⑵　家庭との連携
　　 　難聴・言語障害のある児童生徒への望ましい接し方について，保護者に障害の特性への理解を進め，
指導に対して共通理解をもち，家庭においてもよりよい言語環境づくりを行うため，以下のように取り
組んでいくことが望ましい。

　　① 　少しでもできたことに対して，即時に具体的にどこがよかったかを伝えながら褒めてもらい，積極
的に取り組もうとする家庭環境づくりに努める。

　　② 　話し方にとらわれず，話の内容に耳を傾け，児童生徒から自らに話ができるように心掛ける。
　　③ 　言葉の発音などは，毎日，保護者と一緒に楽しみながら行えるよう支援を行う。
　　④ 　教室経営や指導について，授業参観や説明会などを活用し，保護者の理解・協力を得られるよう保

護者に配慮をする。
　　⑤ 　保護者からの相談は，共感的，傾聴しながら行うようカウンセリングマインドを心掛ける。
　　⑥ 　通級の個別の指導計画作成については，情報収集のため丁寧な面談を心掛け，本人・保護者の願い

や合理的配慮などを聞き取り，教育支援プランＡ・Ｂに記載する。教育支援プランＡ・Ｂを作成した
後，保護者に確認し，同意を得ることが必要である。また，教育支援プランＡ・Ｂの評価についても，
保護者に報告する。それを受け，通級による指導の担当教師は，教育支援プランＡ・Ｂの見直し・修
正を行っていく。

９　関係機関との連携
　⑴　異校種との連携
　　 　幼稚園や保育園，特別支援学校幼稚部から小学校への就学時，小学校から中学校への進学，中学校か
ら高等学校への進学については，特に移行支援の引き継ぎを確実に行わなければならない。

　　 　教育支援プランＡ及びサポート手帳，移行支援シートなどの引き継ぎを行うことで，児童生徒の障害
の特性の理解や効果的な支援方法について確実に引き継ぐことができる。そのことにより，適切な支援
が異校種の学校においても実施され，環境整備や支援体制等を進めることができ，切れ目のない支援体
制が実現され，児童生徒の確実な学びを支えることができる。

　　 　また，市町村教育委員会に聴覚障害等の特別支援学校の「センター的機能の活用」を依頼し，特別支
援学校と連携を行うことで，より専門性の高い指導及び支援ができる。さらに，児童生徒の障害の状況
により，特別支援学校での教育相談等につながり，より丁寧な支援及び指導ができるようになる。

　⑵　他機関連携
　　①　医療機関との連携
　　　 　難聴の児童生徒は病院への定期通院をしていることが多い。対象児童生徒の通院により，在籍学級

担任が担当医と保護者と連携し，支援方法について相談し合った結果について，通級による指導の担
当教師は情報を収集していくことが望ましい。その情報を得て，自立活動の内容の見直しを行うなど，
支援について，可能な限り通級指導教室での指導計画・実際の指導に生かしていくことが望ましい。
また，通級による指導の状況について，保護者を通して，医療機関と連携することが望ましい。さら
に，児童生徒の障害の状況により，補聴器等の調整を行う等の配慮等が必要となる場合がある。

　　②　福祉関係機関
　　　 　難聴の児童生徒の障害の状況の変化により，身体障害者手帳の取得など，必要に応じて，市町村障

害福祉課などとの連携が必要になる。また，補聴器の購入などの申請等についても通級による指導の
担当教師として理解しておく必要がある。

　　　 　市町村障害福祉課等から障害による様々なサービスを確認しておくことで，保護者に必要な情報提
供をすることができる。

　　③　教育相談機関との連携
　　　 　吃音の児童生徒については，教育相談機関（市町村教育センター等）を利用している場合もあるの

で，在籍学級担任や教育センターとの情報交換も指導及び支援に効果的である。スクールソーシャル
ワーカー（ＳＳＷ）やスクールカウンセラー（ＳＣ）などの支援の状況も確認しておくことが必要で
ある。その場合は，保護者の同意を得て，信頼関係を崩さないよう，保護者と情報共有することが望
ましい。

　　④　その他関係機関との連携
　　　 　その他，国立リハビリテーションセンターや県立総合リハビリテーションセンターなどの国公立の

リハビリテーションセンターなどとの連携を行うことが可能である。また，大学病院の言語聴覚療法
部などとの連携も可能となり，児童生徒へのより適切な指導及び支援に役立てることができる。C
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第３節　教育課程編成及び指導計画作成のための資料
例示１　難聴のある児童の個別の指導計画及び学習指導案（中学年）
１　通級の個別の指導計画
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２　指導の実際
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３　学習指導案
通級指導教室　自立活動学習指導案

－難聴のある児童の指導－
 日　　時　平成○○年○月○日（○）
 　　　　　第○校時　○○：○○～○○：○○
 場　　所　ことば・きこえの教室
 指 導 者　教 諭　　○○　○○
１　児童の実態
　⑴　児童名　○○　○○　　○○小学校　４年　性別○
　⑵　聞こえの状態・言語の症状
　　・　感音性難聴　平均聴力レベル　　右○ｄＢ　左○ｄＢ
　　・　「シ・チ」「ス・ツ」の聞き分けが特に難しい。
　　・　イ列音がやや不明瞭である。サ・ザ行音やツ音に置換がみとめられる。
　⑶　生育歴
　　・　出産時に異常なし。
　　・　○歳○か月　○○市立病院にて難聴と診断される。○歳より通園施設（○○園）にて訓練開始。
　　・　小学校入学と同時に通級指導教室にて指導開始。
　⑷　現在の様子
　　・ 　学校生活の中では聴力をよく活用しているが，聞き取りの困難さや語彙の少なさのために，内容を正確に把握

できていないことがある。
２　指導目標
　　・　話し手に注目し，最後までしっかり聞いて行動できるようにする。
　　・　場面や状況を考えて，自信をもって行動できるようにする。
 【心理的な安定，人間関係の形成，コミュニケーション】
３　本時の目標
　⑴　目標
　　・　聴覚を活用し，言葉の拡充を図る。
　　・　「つ」音を含む単語を，正しい構音で言えるようにする。
　⑵　展開 （１単位時間）

　⑶　評価
　　・　聴覚を活用し，言葉の拡充を図ることができたか。
　　・　「つ」音を含む単語を，正しい構音で言うことができたか。
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例示２　難聴のある生徒の指導
１　通級の個別の指導計画

平均聴力レベル 
 右 83dB 左 69dB 
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２　指導の実際
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３　学習指導案
難聴・言語障害通級指導教室　自立活動学習指導案

－難聴のある生徒の個別指導－
 日　時　平成○○年〇月○日（　）
 　　　　第〇校時　○○：○○～○○：○○
 場　所　通級指導教室
 指導者　教諭　○　○　○　○　
１　生徒の実態
　⑴　生徒名　　Ａ中学校　○年生　性別
　⑵　聞こえの状態・言葉の症状
　　　混合性難聴　　　平均聴力レベル　右○○dB　左○○dB
　　・　高度難聴ではあるが，補聴器の装用効果も高い。口形をあまり動かさず，発音に不明瞭さがある。
　⑶　生育歴
　　・　２歳○ヶ月　市内病院で高度難聴と診断される。２歳○ヶ月　○○市総合療育センターに通園開始。
　　・　小学校入学と同時に通級による指導開始。
　　・　中学校入学と同時に当教室にて通級による指導開始。
　⑷　現在の様子
　　・　語彙が少ないため伝える内容や真意が正確に伝わらず，誤解されることも多い。
２　指導目標
　・ 　聞こえにくさから派生する問題を改善し，難聴理解を深め，家庭や学校でコミュニケーションが円滑にできるよ
うにする。 【健康の保持，心理的な安定，人間関係の形成，環境の把握，コミュニケーション】

３　指導計画
　・　自分の聞こえの状態を知り，集団生活の中で，自分でできること，やらなければならないことがあることを知る。
　・　仲間の援助の大切さを知り，周りの人と協調する意識を育て，その方法を探る。
４　本時の学習
　⑴　目標
　　・　行事の目的や内容，係の仕事内容を知り，見通しをもって協力して取り組む意識をもつ。
　　・　分からない漢字や語句，内容について，辞書を用いて確認することができる。
　⑵　展開 （２単位時間）

　⑶　評価
　　・　行事の目的や内容，係の仕事内容を知り，見通しをもって協力して取り組む意識をもつことができたか。
　　・　分からない漢字や語句，内容について，辞書を用いて確認することができたか。
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例示３　難聴のある児童のグループによる指導
１　グループ指導の意義
　 　グループ指導は，難聴のある児童が在籍学級で主体的に活動し，友達と協力して学校行事等に取り組む
ために大切な役割を果たすものである。難聴のある児童は，聞こえにくいために失敗経験を積み重ねるこ
とにより受け身になり，学校生活を自主的に参加し活動する機会がないまま過ごしている傾向がみられる。
　 　グループ指導では，同じ障害のある児童との関わりを通して，自分の障害について認識・受容し，自己
肯定感をもち，同じ仲間の中で主体的に行動する経験を積むことができる。
　 　また，同じ障害のある児童の中で，安心しながら成功体験を積み重ね，自信をもつことができるように
なれば，学級の中でも自己を主張したり，他者を尊重したりできるようになると考えられる。
　 　さらに，グループ指導（難聴児保護者会も含む）は，同一地域に住む仲間同士及び保護者同士が，将来
にわたり交流を図るための土台づくりになることも期待される。

２　グループによる指導の進め方
　 　グループ指導の内容は，児童の実態や障害の状態により異なるため，年度に応じて検討していく必要が
ある。グループ指導は，二人からでも可能であり，在籍校の教育課程も踏まえた計画を立てて，学習を進
めていく必要がある。
　 　活動計画は，個々の児童の集団の中での発達段階や集団に適応する上での課題は，何であるかを把握し，
立案することが重要である。グループ指導による活動において，主体性を発揮し他者に対する思いやりが
育成できるような内容が求められる。
　 　また，保護者には，グループによる指導の意図や目的について理解を求め，協力を得ることが大切であ
る。
　 　さらに，在籍校での教育課程に関わってくる場合は，在籍校との連携も密にしていかなければならない。
その上で，放課後や長期休業前の短縮の日等，高学年の児童も集まりやすい日程を調整すると，グループ
指導が進めやすくなる。

３　グループによる指導の実際
　⑴　年間活動計画案

月 開始時刻 内　容
５月 15:25 ～ 進級おめでとう会
７月 14:00 ～（各校３時間短縮） 冷たいスイーツ作り（吃音のグループ学習と合同開催）

９月 15:25 ～ 夏休みの報告会
絵日記やフリップ，パワーポイントでまとめ，発表する。

12 月 14:00 ～（各校３時間短縮） ミニ運動会（吃音のグループ学習と合同開催）

１月 15:25 ～ 買い物体験と卒業おめでとう会に向けた話し合い活動
（近隣の商店街やスーパーに行き，ペアで買い物をする。）

３月 15:25 ～ 卒業おめでとう会
　　※ グループ学習への保護者の負担軽減のためにも年間６回程度が望ましい。上記のグループ学習以外に，各学期の

初めと終わりに保護者会も行っている。
　　※ 相互の障害の理解のためにも，年間２回程度，吃音児童との合同グループ学習を取り入れてもよい。
　　※ 学年構成やグループの児童の実態に合わせて，リーダー（高学年）のみのグループ学習やペア学習等を組み合わ

せて計画を立ててもよい。

　⑵　指導案
通級指導教室　自立活動学習指導案

―難聴のある児童のグループ指導『夏休みの報告会』―
 日　　時　　○年９月○日（○）
 　　　　　　○○：○○～○○：○○
 場　　所　　多目的室
 指 導 者　　○○　○○
１　指導グループの実態
　⑴　グループの構成
　　・　児童Ａ：Ｇ小学校１年　男　平均聴力レベル　右○dB　左○dB（補聴器両耳装用）
　　・　児童Ｂ：Ｈ小学校２年　男　平均聴力レベル　右○dB　左○dB（補聴器両耳装用）
　　・　児童Ｃ：Ｉ小学校３年　男　平均聴力レベル　右○dB　左○dB（補聴器両耳装用）
　　・　児童Ｄ：Ｊ小学校４年　男　平均聴力レベル　右○dB　左○dB（両耳人工内耳）
　　・　児童Ｅ：Ｋ小学校５年　女　平均聴力レベル　右○dB　左○dB（補聴器両耳装用）
　　・　児童Ｆ：Ｌ小学校６年　女　平均聴力レベル　右○dB　左○dB（補聴器両耳装用）

C
M

Y
K

263

263



― 254 ―

　⑵　現在の様子
　　 　今年度は，各学年一人ずつ児童がおり，それぞれの学年の実態に合わせて自分の役割分担（司会，手
話ソング係，指文字係等）を担い，グループ活動を進んで行っている。高学年の２名の女子は，下級生
の男子達の面倒をよく見て，４月に入学した新１年生もグループ活動に楽しく参加している。

２　グループ指導の目標
　・　友達との交流を深め，信頼関係を築くことができるようにする。 【人間関係の形成】
　・ 　難聴による聞こえにくさを共有し，障害を認識し，受容すること及び自己肯定感をもつことができる
ようにする。 【心理的な安定，環境の把握，コミュニケーション】

３　指導計画　　（前ページを参照）
４　本時の学習
　⑴　目標
　　・　友達と協力しながら自分の役割を意識して，楽しくゲームをすることができる。
　　・　話す際は，ゆっくりはっきり発表し，聞く際は，話し手に注目して聞くことができる。
　⑵　展開

　⑶　評価
　　・　自分の役割を果たし，ルールを守り，楽しい雰囲気を心掛け，ゲームに取り組むことができたか。
　　・　話す際は，ゆっくりはっきり発表し，聞く際は，話し手に注目して聞くことができたか。

例示４　難聴のある児童への理解啓発のための指導事例
１　理解啓発授業の意義
　 　在籍校がインクルーシブ教育の視点をもって教育活動に当たる上で，難聴のある児童への理解啓発授業
は，今後更に，重要な役割を担っていくと考えられる。難聴のある児童が毎日の生活の中で抱いている疎
外感や孤独感に気付くことは難しい。「聞こえにくい」ということがどのような状況なのか，また，その
ためにどのような心理状況を引き起こすかを，在籍学級の児童，管理職，教職員等が認識しておく必要が
ある。よりよい生活環境をつくり出し，他者との違いを認め合える土台づくりとなるだけでなく，自己の
生活を振り返らせたり，自ら発信する力を身に付けさせたりすることにも有効であると考えられる。
　 　また，難聴のある児童，保護者の教育的ニーズに応えるための方策としても，理解啓発のための授業を
行うことは大切である。

２　理解啓発授業の進め方
　⑴　ねらい
　　・　在籍校での配慮事項や支援方法を管理職や教職員に伝える。
　　・　難聴のある児童，保護者の教育的ニーズに応える。
　　・　「聴覚障害の理解」と「難聴のある児童の理解」の両方を体感できるようにする。
　　・　聞こえにくいことの体験を通して，難聴のある児童への接し方を考えられるようにする。
　　・　難聴のある児童が，自分自身の障害について客観的に見つめ，理解できるようにする。
　　・　難聴のある児童が周囲の配慮に対して感謝の気持ちをもつことができるようにする。
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　⑵　実施の方法
　　・　年度の初めに実施
　　・　児童，保護者のニーズがあった場合に実施
　　・　在籍学級・在籍する学年で実施（必要に応じて全校朝会で実施）
　　・　在籍学級担任と通級による指導の担当教師によるＴ・Ｔの授業
　⑶　内容
　　 　難聴のある児童の困っている状況は，一人一人異なる。その状態を解消するために何を伝えるかを相
談（児童，保護者，在籍学級担任等）の上，精選して，授業のねらいと学習内容を決める。

　　・　聞こえにくいという状況とそのことから生じる不便さ
　　・　聞こえにくさを援助するための機器（補聴器・人工内耳・ＦＭ補聴器）の取り扱いについて
　　・　聞こえにくさのある友達との接し方（配慮事項等）
　　・　在籍校の教職員ができる支援策と配慮事項
　⑷　方法
　　・　補聴器体験　聞こえにくさの疑似体験
　　・　ビデオ教材（個別指導やグループ指導の様子を動画で見せる等）
　　・　理解啓発用読み物教材，難聴理解カルタ，手話や指文字の紹介
　　　　※ 　理解啓発用読み物教材は，近隣のろう学園（県立の聴覚障害特別支援学校）に相談すると取り

寄せることができる。
　⑸　留意点
　　・　保護者や本人の教育的ニーズや願いを充分に考慮する。
　　・ 　インクルーシブ教育を進める上でも，理解啓発授業に参加できなかった他の教職員にも内容の伝達

を依頼する。
　　・　授業を行う学級の実態・発達段階に応じて，内容を検討する。
　　・　難聴のある児童への心理的な配慮を充分に考慮し，計画を立てる。
　　・　「聴覚障害のある人がみな同じ」というように一般化されないようにする。
　　・ 　在籍学級の児童にとっても実際の生活に反映させることができ，学習後の学校生活が改善できる内

容を選ぶ。
　　・ 　授業については，管理職を通し，在籍校と相談の上，学年・学級の指導計画に応じて行うようにす

る。
　　・ 　在籍校と相談の上，事前準備の時間や駐車場の位置等を確認しておく。

３　啓発授業の指導の流れ
―難聴のある児童への理解―

　１　児童の実態
　　通級児童名　　Ａ　　　（右52ｄＢ　左51ｄＢ）（４年△組　担任　□□　□□）
　　　　　　　　　　　　　（両耳補聴器装用）
　　児童の願い
　　・ 　話し掛けられると聞こえないことがあるのでそれを理解してほしい。
　　・ 　よく聞き取れていない時に，聞き返すことが難しい。恥ずかしい気持ちや怒られるか不安な気持ち

があるのでその点も理解してほしい。
　　保護者の願い
　　・ 　補聴器を付けていても，聞こえないことがある。また，補聴器の電池が切れている時もあるので，

その点も理解してほしい。
　　・ 　聞こえにくさの影響で間違えて遣っている言葉があるので，その時は本人に伝えてほしい。
　　ねらい　・※上記を参考
　２　本時の学習
　　⑴　目標
　　　・　聞き取れていないことや聞こえにくいことを知識として知る。
　　　・　聞こえにくい友達への接し方を知る。
　　⑵　展開

○訪問日　
　年　月　日（　）
○通報による指導の
　担当教師　4名
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３　評価
　・　聞こえないことや聞こえにくいことを知識として知ることができたか。
　・　聞こえにくい友達への接し方を知ることができたか。

例示５　機能性構音障害のある児童の指導　音の置換の事例　　　
１　通級の個別の指導計画
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２　指導の実際
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３　評価　
　⑴　構音の改善
　　 　舌や口唇の力が弱かったので，口腔機能を向上させる練習を十分行なった。カ・ガ行音，ラ行音の音
を作ることは比較的早くできたが，誤らずに使えるようになるまでに時間がかかった。自己弁別ができ
るようになると，意識して修正できるようになった。

　⑵　行動面の変化
　　 　注意集中の持続が難しいため，スモールステップでの練習を行い，目標を達成する度に称賛すること
で意欲的に取り組めた。家族をはじめ，在籍学級担任や周囲の友達からの理解と協力が得られたことで，
安心して練習に臨むことができた。改善が進み，自信をもって話せるようになった。

通級指導教室　自立活動学習指導案
－音の置換のある児童の指導－

 日　時　○○年○○月○○日（○）
 場　所　○○小学校　ことばの教室
 指導者　教諭　○○　○○
１　児童の実態
　⑴　児童名　　○○小学校　１年　男子
　⑵　言葉の状態
　　　カ・ガ行音とサ・ザ行音がタ・ダ行音に，ラ行音がダ行音に置き換わっている。
　⑶　生育歴
　　　発達：正常　始語：１歳頃　
　　　相談歴：５歳の時，市の保健センターに相談，就学まで市内療育センターで療育を受けた。　　　 
　⑷　現在の様子
　　 　５月から通級による指導を始め，７回が終わったところである。舌の体操や口形練習を重ね，その後，
ガ音の構音操作を練習し，単音節練習まで進んでいる。

２　指導目標
　・　児童と信頼関係を築き，構音の改善に向けて意欲付けを図る。
　・　在籍学級担任との連携を密にし，学校・学級でのよりよい環境を整える。
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３　指導計画
　⑴　構音の練習
　　・　音声の弁別と聴取　　他者音の弁別と自己音の弁別練習を行う。
　　・　発声・語器官の機能向上練習　　舌の体操，母音の口形練習を行う。
　　・　カ・ガ行音の構音練習　　単音，単音節，無意味音節，単語，短文練習を行う。
　　・　サ・ザ行音の構音練習　　単音，単音節，無意味音節，単語，短文練習を行う。
　　・　ラ行音の構音練習　　　　単音，単音節，無意味音節，単語，短文練習を行う。
　⑵　日常化の練習
　　・　練習した音を正しく安定して使えるよう音読や会話練習を行う。
４　本時の学習
　⑴　目標
　　・　ガ音を単語の中で使うことができる。
　⑵　展開

　⑶　評価
　　・　ガ音を単語の中で使うことができたか。

例示６　器質性構音障害のある児童の指導－口蓋化構音の事例―
１　通級の個別の指導計画（指導開始時）
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２　指導の実際

３　評価　　　
　・　舌の余分な力を十分に抜くことができ，正しい発音を意識して練習できたか。
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例示７　発達障害のある児童における機能性構音障害の指導－側音化構音の事例―
１　通級の個別の指導計画
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２　指導の実際

３　評価　　
　 　指導開始当初，「今の発音がどうなっているのか」「なぜ練習が必要なのか」について詳しく説明をした
ところ，誤り音について自覚をもち，自分から気付いて言い直すようになった。通級による指導を受ける
際は，在籍学級担任や友達から「いっていらっしゃい」「がんばってね」等の声を掛けられ，楽しく通級
指導教室へ行くことができていた。
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例示８　吃音のある児童の指導（低学年）
１　個別の指導計画
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２　指導の実際
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３　学習指導案
通級指導教室　自立活動　指導案

 日　時　平成○○年○月〇日（○）
 　　　　第○校時　○：○○～○：○○
 場　所　○○○○
 指導者　教諭　○○○○
１　主題名　「吃音キャラクターをつくろう」
２　主題設定の理由
　⑴　児童の実態
　　・ 　本児童は，３歳から吃症状が現れ，保護者は市の面接相談を利用し相談を行っていた。そのため，

吃音についての一定の知識と理解はあり，家庭でも「話し方を注意しない。」「最後まで話を聴く。」
ことを心掛けている。

　　・ 　児童は会話や音読でやや早口になり，吃症状が出やすい。最近そのことで「笑われるかもしれな
い」と気にするようになってきた。絵を描くこと，身体を動かすこと，おしゃべりをすることは好き
だが，他者に自分の吃音のことを言葉で説明するのはまだ難しい。

　⑵　主題観
　　・ 　自分の吃音をキャラクターで表現し可視化することは，自分と吃音を一旦切り離し，客観的に眺め

捉え直すことができる。自分の中で吃音という存在が大きくなりつつある２年生の本児童にとって，
キャラクターとして吃音を認識し得意な絵で表現させることは，自身の吃音と前向きな気もちで向き
合うよい機会となり得ると考え，この主題を設定した。

　⑶　指導・支援について
　　・ 　吃音について自分が知っていることや分かっていることを予め整理しておき，自分の吃音について

対話をしながら，吃音キャラクターを作成していく。説明は苦手な児童だが，得意な絵に描くことが
表現・表出の助けとなると考える。また，その性格や特徴，そしてその存在について考えることで，
吃音への見方や意識が変わったり，漠然とした不安が減少したりすることが期待される。学習後も，
このキャラクターを適宜用いて，吃音について話し合う活動を重ねていく。

３　児童の実態
授業目標 授業時数

１ 自分の吃音を客観的にとらえ，絵や言葉に表すことができる。 ５

４　目標
　⑴　自分の吃音を具体として想像し，絵に描くことができる。
　⑵　自分の吃音の状態をキャラクターに重ねて表したり話したりすることができる。
５　指導計画
過程 学習内容 ねらい 授業時数

Ⅰ 吃音クイズをしよう ・吃音の一般的な知識を，クイズを通して身に付ける。 １

Ⅱ 吃音すごろくで遊ぼう ・遊びの中で，自身の吃音について抵抗なく話す。 １
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Ⅲ
吃音をキャラクターにし
よう

・吃音を客観的に捉え絵に表現する。
・吃音キャラクターを使い，自分の吃音について話す。

３

６　本時の構成
　⑴　本時の目標　　　自分の吃音をキャラクターにして描き表すことができる。
　⑵　展開（３／５）

７　本時の評価　　自分の吃音をキャラクターにして描くことができたか。

例示９　吃音のある児童の指導
１　個別の指導計画
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２　指導の実際
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３　学習指導案
通級指導教室　自立活動学習指導案
－吃音のある児童の指導－

日　時　平成○○年○○月○○日（○曜日）
　　　　第○校時○○：○○～○○：○○
場　所　○○小学校　ことばの教室
指導者　○○　○○

１　主題名　　「中学校について知ろう」
２　主題設定の理由
　⑴　児童の実態　○○小学校　６年　男子
　　　　　　　　　難発が中心で，時々連発もみられる。頻度：文節単位で，会話時８％，音読時20％。
　⑵　主題観
　　 　中学校への入学は，期待と不安でいっぱいになる。小学校での生活とは違った面も多く，期待よりも
不安の方が大きくなってしまう可能性が大きい。そこで，聞いてはいても実際には詳しく分からないこ
とを一緒に考えて，少しでも不安を軽減し，期待をもって中学校へ入学できるようにしたい。

　⑶　指導観
　　 　指導に当たって，まず，児童の不安を軽減するために，中学校に入学するに当たり，授業や学校生活，
部活等で不安を感じているものを会話の中から引き出し，それぞれの対処法について一緒に考える。そ
の際には，できるだけ自分から意見が出せるように配慮したい。

３　指導目標
　・　臆することなく相手に自分の気持ちや考えを伝えられるようにする。
　・　楽に話をする経験を積ませ，自分から進んで会話できるようにする。
　・　仲間との関わりの中で，安心感をもたせ，自己肯定できるようにする。
４　指導計画
　⑴　中学校での授業や部活動等について知る。
　⑵　不安を感じている内容についての対処法を探る。
５　本日の学習
　⑴　目標　中学校について知り，不安を軽減できるようにする。
　⑵　展開
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６　本時の評価　・中学校について知り，不安を軽減することができたか。

３　学習指導案
通級指導教室　自立活動学習指導案
－吃音のある児童のグループ指導－

 日　時　平成○○年○○月○○日（○）
 　　　　第○校時　○○：○○～○○：○○
 場　所　○○小学校　ことばの教室
 指導者　○○　○○（Ｔ１）　
 　　　　○○　○○（Ｔ２）
１　主題名　「進級おめでとう会」
２　主題設定の理由
　⑴　グループの構成　・児童Ａ：○○小学校　６年　男子　・児童Ｂ：○○小学校　４年　男子
　　　　　　　　　　　・児童Ｃ：○○小学校　３年　男子　・児童Ｄ：○○小学校　２年　女子
　⑵　主題観
　　 　グループ学習では，児童に吃音があるのは自分だけではない，という孤独感を軽減すると共に，活動
を通して，共感できる喜びや安心して自己表現できる楽しさを味わわせることができる。そこで，進級
して新たな気持ちに溢れているところで，一年間頑張ろうとする気持ちをもたせると共に，お互いを知
る機会を設ける場として活動を行う。

　⑶　指導観
　　 　活動を通して吃音にとらわれない，肯定的な自己意識をもった，表現力豊かな児童を育成するために，
自己紹介の場面では，ことばを発することに臆することなく，堂々と発表できるようにさせたい。また，
ゲームを通して相手を意識して，コミュニケーション能力を高めるように積極的に取り組めるようにさ
せたい。

３　指導目標
　・　臆することなく相手に自分の気持ちや考えを伝えられるようにする。
　・　楽に話をする経験を積ませ，自分から進んで会話できるようにする。
　・　仲間とのかかわりを増やし，安心感をもたせ，自己肯定できるようにする。
４　指導計画（２時間扱い）
　・　自分以外の吃音のある人の思いや考えを知る。
　・　吃音に対する自分の思いに気付き，言葉で相手に伝える。
　・　吃音にとらわれない生き方のイメージをもつ。

５　本日の学習
　⑴　目標　多くの人と話をしてかかわりを増やす。
　⑵　展開
　　　※次頁参照
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　⑶　評価　
　　・　多くの人と話をして関わりを増やすことができたか。

例示10　グループによる指導の意義
１　グループによる指導の意義
　 　成人になっても吃音が持続する人が人口の１％（100人に１人）の割合で存在していることが分かって
いる。またインターネットの普及等で吃音に関する情報などが簡単に調べられるが，保護者が児童生徒を
心配して調べた結果が，必ずしもよい情報ではないことも多い。途中入級の児童生徒の中には，自己肯定
感が下がった状態で通級による指導を始める場合もある。構音障害で通級による指導を始める児童生徒は
退級までのゴールが見えるが，吃音の児童生徒はゴールが見えず，孤独感や不安感を抱き，息詰まること
がある。そのような児童生徒の支援の一環として，グループ指導を行うことで，児童生徒は「吃音がある
のは自分だけじゃない」「自分以外の児童生徒の吃音の状態はあまり気にならない。」と思うことで自分の
吃音の状態を客観的に知ることができ，孤独感を軽減できる効果が期待される。また，自分の吃音体験を
「どもりながら」オープンに話し合うことで，共感できる喜びや自己表現できる楽しさを味わうことがで
きる。さらに，異学年との交流を通して，吃音のある友達や先輩が生き生きと活動している姿を見ること
で，自分なりの吃音との向き合い方を考えられるようになる。そして，朗読や様々な活動を通して，声を
揃えて読む心地よさを味わい，どもっても最後まで内容に耳を傾けて話を聞いてもらえるという安心感が，
在籍学級に戻った時「これが，私（僕）」という自信につながり，前向きに学校生活を送れるようになる
ことが多い。グループ指導では，「小集団指導の優れた効能」（小林，2009）によると※，
　　⑴　孤立からの脱却「一人じゃない，よかった」などの実感。
　　⑵　共感と共鳴，羨望「そう，分かる分かる」「ああ，いいなぁ」「うらやましいな」など。
　　⑶　コミュニケーションについての洞察「どもっていても伝わるんだ，伝えられるんだ」
　　⑷　表現についての考察「ああ，そんな風に言えばいいんだ」など。
　　⑸　比較による自己省察「私（僕）より，楽にどもっている。」または，「辛そうだ」など。
　のポイントを押さえ，指導することが効果的である。

２　グループによる指導の進め方
　 　通級による指導を受ける児童生徒の特性を考慮しながら，構成するグループの人数や，性別，学年，区
域によりペア学習，グループ学習にするかどうか見極める。同じ児童生徒でも，実態に応じて同学年によ
るペア学習，グループ学習，個別学習を組み合わせて行う場合もある。また，難聴のある児童生徒と吃音
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のある児童生徒に対して合同でグループ学習を行うこともある。指導回数は月１回，２か月に１回，ある
いは学期に１回～２回と各学校の実態に応じて計画する。グループによる指導の計画に当たっては，個々
の児童生徒の実態を考慮しつつ，「グループによる指導で児童生徒にどんな力を付けさせたいか」を明確
にする必要がある。また，グループ学習のメリット（自分以外に吃音の児童生徒がいるという発見，吃音
である自分を隠さずにいられる場所があるという安心感），デメリット（吃音の軽重を比較する可能性も
あること，関わり方によっては自己肯定感を下げてしまう危険性もあること）を通級による指導の担当教
師同士で熟考し，慎重に進めていく。その際，個人情報の扱いに留意しながら通信やホームページなどで
活動の様子を発信できるように準備しておくと，在籍学校や吃音で悩んでいるが相談できずにいる保護者
に周知することができる。また，グループ学習で高学年が活躍できるような場の設定を行っていく。さら
に保護者の理解，協力を得て保護者にも参観を依頼し，保護者同士で，学習内容や児童生徒の様子につい
て情報共有する機会とする。グループ学習で何より大切なのは，個別指導では見られなかった，吃音のあ
る児童生徒同士が醸し出す「温かく，人への思いやりに満ちた」態度や行動を指導者が察知すること，ま
た，そのような児童同士の「場の雰囲気」づくりができるかどうかが大切である。

３　グループ指導の実際
⑴　年間活動計画案　　（２か月に１回のグループ指導の場合）

４　グループ指導案　（小学校）
通級指導教室　自立活動学習指導案

－吃音のある児童のグループ指導（３学期）－

 日　時　　○年○月　○日（○）
 　　　　　第○校時～第○校時
 場　所　　○小学校　言葉の教室
 指導者　　○○○○
１　指導グループの実態
　⑴　グループの構成
　　・　児童Ａ　○○小学校　　６年　男子（１年生から５年半通級）
　　・　児童Ｂ　○○小学校　　６年　女子（４年生から２年半通級）
　　・　児童Ｃ　○○小学校　　４年　男子（２年生から２年半通級）
　　・　児童Ｄ　○○小学校　　３年　男子（１年生から２年半通級）
　⑵　現在の様子
　　　今年度は，同じ中学校区の児童で構成する４名でのグループ指導を１学期から進めている。
　　 現在，多くの児童はグループ学習を心待ちにしており，積極的に参加している。特に６年生の男女２名は先輩方が
低学年の面倒を見たり司会進行をしたりとグループ学習で活躍する姿を見てきているので，自然と中心になって活
動する姿が見られる。女子は１名で途中入級のため当初は恥ずかしさから自分を出し切れていない様子も見られた
が，ゲームやレクなどを通して周りの児童とも打ち解けて，楽しく活動に参加している。

２　指導目標
　 　吃音にとらわれない，肯定的な自己意識をもった，表現力豊かな児童を育成する。
　　・　グループでの活動を通し，コミュニケーションの楽しさや表現することの喜びを味わう。
　　・ 　吃音について当事者同士で話し合うことで，吃音のある自分を肯定的にとらえ，自己理解に役立てる。
　　・　仲間とともに様々な活動に挑戦することを通し，自分のもつよさに気付く。
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３　指導計画（各月のテーマは「年間活動計画案」参照）
　 　１学期は，『児童同士の交流』に重点を置き，自己紹介ゲームやスポーツレク大会など体を使ったり声を出したり
して楽しく活動する。
　 　２学期は，『吃音学習』と『クリスマス会』の企画・運営に重点を置き，個別指導と並行しながら吃音についての
基礎的な学習と吃音○×クイズなどを通して，自らの吃音の状態と向き合い，他の吃音のある児童についての相互理
解を深める。また，学校行事も多く，吃音の波などに振り回されてしまう時期でもあるので，グループ学習の場が安
心できる場，心の痛みに共感できる場として機能できるように環境調整をしておく必要がある。
　 　３学期は，『まとめと来年度に向けての決意表明』『表現活動』に重点を置き，これまで学んできたことを振り返っ
たり，文章やイラストなど，吃音について学んできたことを表現したりして，来年度や今後の抱負を発表する活動へ
と発展させていく。６年生に関しては，小学校卒業と同時に言葉の教室も退級になるので，「吃音」について自分な
りの考えをまとめたり，下級生に対してのメッセージを作成したりする活動を考えられるようにする。

４　本時の目標
　⑴　目標　
　　・　声を揃える活動により，流暢性を獲得する。
　　・　自分のことばで，最後まで学習発表会で発表することができる。
　　・　吃音にとらわれない生き方のイメージをもつ。
　⑵　展開
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　⑶　評価　  
　　・　自分のことばで，発表会で話し切ることができたか。
　　・　声を揃えて，流暢に読むことができたか。
　　・　吃音にとらわれない生き方をイメージすることができたか。
　※小林宏明（2009）学齢期の吃音の指導・支援 －ICFに基づいた評価プログラム－，学苑社．

（グループ指導案　小学校）
通級指導教室　自立活動学習指導案

－吃音のある児童のグループ指導（２学期）－
 日　時　○年○月　○日（○）
 　　　　第○校時～第○校時
 場　所　○小学校　言葉の教室
 指導者　○○○○
１　指導グループの実態
　⑴　グループの構成
　　・　児童Ａ　○○小学校　　６年　男子（１年生から６年半通級）
　　・　児童Ｂ　○○小学校　　５年　女子（２年生から３年半通級）
　　・　児童Ｃ　○○小学校　　４年　男子（２年生から２年半通級）
　　・　児童Ｄ　○○小学校　　２年　女子（今年度から通級）
　⑵　現在の様子
　　 　今年度は継続通級の３名に加え，新入学児童の女子も加わり，男女２名ずつのグループとなった。吃
音児の女子は大変少なく，５年生女子にとっては同性で吃音の後輩ができたこと，また，２年女子に
とっては，吃音と向き合い，どもりながらも司会をしたりグループの中心となったりして活躍する女子
児童に憧れており，お互い刺激を受け合っている。男子同士も仲が良く，良いモデルとして高学年がグ
ループ学習をリードしている。また，気遣いができる児童が多く，毎回温かく，思いやりに満ちた雰囲
気の中で，自分の吃音の状態を気にせず話ができたり，思い切り声を出し心と体を解放したりして個別
指導では見られなかった伸び伸びとした様子を見ることができている。

２　指導目標
　　吃音にとらわれない，肯定的な自己意識をもった，表現力豊かな児童を育成する。
　・　グループでの活動を通し，コミュニケーションの楽しさや表現することの喜びを味わう。
　・　吃音について当事者同士で話し合うことで，吃音のある自分を肯定的に捉え，自己理解に役立てる。
　・　仲間とともに様々な活動に挑戦することを通し，自分のもつよさに気付く。

３　指導計画（各月のテーマは「年間活動計画案」参照）
　 　１学期は，『人間関係づくり』に重点を置き，エンカウンターゲームやスポーツ大会など楽しく触れ合
う活動をする。活動や自由会話の中でも，吃音が受け入られる体験を通して，児童が安心感をもち，話す
ことに抵抗感を抱かないような雰囲気をつくる。
　 　２学期は，『吃音の認識』『表現・創作活動』に重点を置き，個別指導と並行しながら音読練習や吃音に
ついての学習会，吃音の状態をイラストやカルタ作りなどに取り組み，自分の吃音の状態や思いを様々な
手段で表現する活動を行う。また，協力したり，話し合ったりしながら手順通りに料理を作る活動を通し
て，思いやりの心や達成感を味わわせることができる。
　 　３学期は『吃音の自己理解』『今年度のまとめと来年度に向けて』をめあてに，２学期に学習してきた
吃音について自分事として今後の生き方の覚悟を表明したり学んできたことを発表したりする活動を行う。

４　本時の目標
　⑴　目標　
　　・　協力・分担して，手順通りにホットケーキを作ることができる。
　　・　吃音の状態を気にせず，感想を述べたり発表を聞いたりすることができる。
　⑵　展開
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　⑶　評価　・　協力・分担して，手順通りにホットケーキを作ることができたか。
　　　　　　・ 　ホットケーキ作りを通じて積極的にコミュニケーションを図り，交流を深めることができ

たか。

例示11　吃音のある児童への理解啓発のための学習指導案
１　理解啓発の意義
　 　吃音のある児童にとって，吃音の問題は，自分の吃音だけでなく，その症状に対しての周囲の理解や反
応などの影響も大きくなっている。
　 　児童が生活の大半の時間を過ごす通常の学級が，温かいまなざしにあふれ，誰もが安心して声が出せる
場所となるように，教師は吃音への理解を促し周囲の環境調整を行っていく必要がある。

２　理解啓発授業の進め方
　⑴　ねらい
　　 　児童一人一人が吃音についての正しい知識をもち，吃音のある児童の思いやその吃症状について理解
することで，互いを認め合い共に生きていこうとする意識をもてるようにする。

　⑵　内容
　　・　吃音について学ぶ（歴史・症状・特徴など）
　　・　吃音のある児童について理解する（症状の特徴，出やすい場面など）
　　・　吃音のある児童や保護者の思いを知る
　　・　友達，仲間としてのかかわり方を考える　など
　⑶　方法
　　・　通級による指導の担当教師による説明（吃音について，通級による指導について）
　　・　吃音の当事者の方（児童本人，卒業生，社会人など）や家族の話を聴く
　　・　吃音についてのアンケート及びその結果をもとにした情報提供
　　・　吃音クイズ
　　・　吃音のある有名人，夢をかなえた社会人の方々の紹介
　　・　理解を促すための本，リーフレット，講演記録，ＤＶＤ教材等の紹介　など
　⑷　留意点
　　・　吃音のある児童及び保護者の思いや願いを十分に踏まえて，内容を組み立てる。
　　・ 　児童，保護者，在籍学級担任，通級による指導の担当教師で授業への共通理解と意思の疎通を図っ

ておく。
　　・　学級の実態や児童の発達段階に合わせ内容を工夫する。
　　・　吃音のある児童の思いが伝わる方法を工夫する。
　　・　前向きな授業展開を心掛け，授業後の学校生活がより充実したものになるよう十分配慮する。
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３　理解啓発のための学習指導案
〇年〇組　〇〇〇科　学習指導案

 日　時　平成〇年〇月〇日（〇）
 　　　　第〇校時 
 場　所　○○学校　〇年〇組教室
 指導者　通級による指導の担当教師
 　　　　在籍学級担任
　１　理解啓発授業の目的
　　・ 　クラスの児童一人一人が吃音についての正しい知識を得て，一人一人のもつ個性の違いを互いに認め合い，共

に学び生活していこうとする心を育てる。
　　・ 　吃音のある児童が，自分自身の思いを他者に伝え理解し認められる経験を通して，吃音と共に生きることを前

向きに捉え，自己肯定感をもてるようにする。
　２　本時の学習
　　⑴　目標
　　　・　吃音と吃音のある友達について正しく理解する。
　　　・　吃音のある児童が，自分の吃音について自分らしく表現することができる。
　　⑵　展開

　　⑶　評価
　　　・　吃音についての正しい知識や友達の吃音とその状態，思いを理解できたか。
　　　・　吃音のある児童が自分の吃音について自分らしく表現することができたか。
　　　・ 　吃音を一つの個性として理解し，それぞれの個性を認め合って生きていくことを大切にしながら，関わろう

とする心が培われたか。
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第２章　 通級による指導（発達障害・情緒障害）
第１節　教育課程の編成
１　発達障害・情緒障害通級指導教室の基本的事項
　⑴　目的
　　 　発達障害・情緒障害通級指導教室（以下，通級指導教室）の目的は，小・中学校の通常の学級に
在籍する児童生徒に対する指導の一層の充実を図る観点から，発達障害や情緒障害のある児童生徒
に対して，障害による学習上または生活上の困難を改善・克服することを目的とした特別の指導を
特別な場で行うことである。

　⑵　特別の教育課程
　　 　通級による指導を受ける児童生徒は，障害に応じた特別の指導を小・中学校の通常の教育課程に
加え，またはその一部に替えて行うことから，教育課程上の一部を特別の教育課程として編成する
必要がある。特別の指導とは，障害による学習上または生活上の困難の改善・克服を目的とする
「自立活動」と，必要がある場合に行う，障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための指導
である。

２　発達障害・情緒障害のある児童生徒の特性と指導の基本
　⑴　対象となる児童生徒（学校教育法施行規則第140条）
　　 　通常の学級での学習に概ね参加できる発達障害者，情緒障害者を通級による指導の対象とする。
知的障害者については，障害の特性や発達の状況に応じた特別の教育課程や指導法が有効であり，
特別支援学級等での指導が適切であるため，通級による指導の対象とはならない。

　　ア　自閉症者
　　　 　自閉症またはそれに類するもので，通常の学級での学習に概ね参加でき，一部特別な指導を必

要とする程度のもの。
　　イ　情緒障害者
　　　 　主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，通常の学級での学習に概ね参加で

き，一部特別な指導を必要とする程度のもの。
　　ウ　ＬＤ（学習障害者）
　　　 　全般的な知的発達に遅れはないが，「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」能

力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので，一部特別な指導を必要とする程度
のもの。

　　エ　ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害者）
　　　 　年齢または発達に不釣り合いな注意力，または衝動性・多動性が認められ，社会的な活動や学

業の機能に支障をきたすもので，一部特別な指導を必要とする程度のもの。
　⑵　指導内容
　　ア　自閉症者
　　　 　円滑なコミュニケーションにつながる知識・技能を主な指導内容とし，あわせて日常生活に生

かす場面指導も設ける。また，教科におけるつまずきの状況に応じた補充指導，空間認知や運動
機能の困難さから生じる楽器の操作や描画等の制作，運動などの補充指導，感覚過敏への対応等，
必要となる場合がある。

　　イ　情緒障害者
　　　 　緊張を和らげるため，あるいは再発を防ぐための指導やカウンセリングが求められる。また，

未学習を補充する指導等，必要となる場合がある。
　　ウ　ＬＤ（学習障害者）
　　　 　「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」能力のうち，児童生徒の個の課題に

焦点化した指導を行う。あわせてソーシャルスキルやコミュニケーション能力を高める指導も重
要である。各教科の補充に加え，空間認知や運動機能の困難さから生じる楽器の操作や描画等の
制作，運動などの補充指導等，必要となる場合がある。

　　エ　ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害者）
　　　 　情報を確認しながら理解する方法を学ぶなどの不注意による間違いを少なくする指導や集中力

を高める指導，自己の感情をコントロールする指導などの衝動性や多動性を抑える指導を行う。
あわせてソーシャルスキルやコミュニケーション能力を高める指導も重要である。各教科の補充
に加え，空間認知や運動機能の困難さから生じる楽器の操作や描画等の制作，運動などの補充指
導等，必要となる場合がある。
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　⑶　運営
　　ア　教育環境の整備
　　　 　発達障害や情緒障害のある児童生徒は環境に影響されやすいため，落ち着いて学習できる環境

を整えることが大切である。掲示物や人の動きが不安な気持ちを助長させてしまう場合もあるた
め，ユニバーサルデザインの視点での配慮が求められる。また，児童生徒に関わる周囲の人の理
解を推進することが重要であり，児童生徒自身の不適応行動の改善と同様に人的環境の整備が必
要である。

　　イ　個に応じた指導
　　　 　一人一人の障害の特性や程度・状態を把握し，本人や保護者の教育的ニーズを踏まえ，的確に

教育目標を設定し，通級による指導を行わなければならない。そのためには，通級指導教室での
個別の指導計画（以下，「通級の個別の指導計画」とする）を作成し，合理的配慮の実施内容を
明確にしたきめ細かな指導を行うことが重要である。

　　ウ　グループ指導
　　　 　小集団が個別指導の般化を促す場面として有効な場合やコミュニケーション能力を高めるため

の実践力を養う場合，グループ指導は有効である。
　　エ　在籍学級担任との連携
　　　 　通級による指導は，在籍校での実態に基づき計画される。したがって，指導効果を高めるため

には，在籍校における特別な配慮や支援が必要である。特に他校通級の場合は，移動時間を考慮
した指導時間の設定，行事計画を踏まえた日程調整，巡回指導の実施等，条件の工夫が求められ
る。また，児童生徒の変容の様子を伝えたり，在籍学級担任の相談に応じたりすることも必要で
ある。日常的な連携だけでなく，定期的な在籍校への学級訪問や在籍校担任の授業参観・懇談会
を開催し，児童生徒理解に努めることも大切である。

　　オ　教育相談
　　　 　発達障害や情緒障害のある児童生徒の子育ては，一般的に不安が大きくなる傾向がある。特別

支援教育の専門家として，保護者からの教育相談を積極的に受ける必要がある。また，相談内容
により，指導方針を修正したり，在籍校における特別な配慮や支援に反映させたりするなど，今
後の指導に役立てることが大切である。さらに，家庭でも通級指導教室と同じ課題に取り組むこ
とができるように協力体制を築くことも大切である。

　　カ　理解の促進
　　　 　発達障害・情緒障害通級指導教室は歴史が浅く，教育内容について十分周知されているとは言

えないため，「教室経営案」や「教室だより」などを作成し，校内・校外へ積極的に発信し，理
解が得られるよう努める。

　　キ　地域との連携
　　　 　発達障害や情緒障害のある児童生徒の教育活動を充実させるためには，通級指導教室の役割が

とても重要である。他地域の通級指導教室，近隣の小・中学校の特別支援学級，特別支援学校，
教育支援センター（教育相談室），教育委員会，医療機関，福祉施設等と積極的に情報交換し，
ネットワークを形成し，サポート体制を構築することが必要である。その際，個人情報の管理を
徹底すること，保護者の承諾を得ることなどは，必須である。

　
３　教育課程編成の基本的な考え方
　⑴　特別の教育課程
　　ア　通級による指導の開始
　　　 　特別な支援が必要と思われる児童生徒について，在籍校の校内委員会において検討する。医学

的な診断の有無のみにとらわれることのないよう留意し，総合的な見地から判断する。また，保
護者の意思確認をする。

　　　 　市町村の就学支援委員会の意見を参考に市町村教育委員会が総合的な見地から判断し，市町村
教育委員会・在籍校・通級指導校・当該児童生徒の保護者が所定の手続きを経て指導を開始する。

　　イ　留意事項
　　　 　児童生徒の心身の障害の状態の変化等に応じて，柔軟に教育形態の変更を行うことができるよ

うに配慮する。また，週当たりの授業時数については，当該児童生徒の心身の障害の状態を十分
考慮して負担過重とならないように配慮する。指導内容については，ＰＤＣＡサイクルにより，
必要な修正を行う。
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　　ウ　指導の終了
　　　 　在籍校の校長は，通級による指導を受けている児童生徒について，指導を受けさせる必要がな

くなったものと判断するとき，市町村教育委員会へその旨を通知する。市町村教育委員会は，指
導を受けさせる必要がないと認めるとき，在籍校及び通級指導校の校長並びに当該児童生徒の保
護者に対し，その旨を通知する。

　　エ　指導の記録
　　　 　指導要録において，通級による指導を受ける学校名，通級による指導の授業時数，指導期間，

指導内容や結果等を記入する。他の学校の児童生徒に対し通級による指導を行う学校においては，
適切な指導を行う上で必要な範囲で通級による指導の記録を作成する。

　　オ　他の市町村での指導
　　　 　同一市町村に通級指導校が設置されていない場合，その教育委員会は通級指導校を設置する他

の教育委員会に通級による指導を依頼することができる。
　　カ　特別支援学校での指導
　　　 　通級による指導を実施する県立特別支援学校へ通級することもできる。
　⑵　特別の教育課程における特別の指導
　　 　発達障害や情緒障害のある児童生徒を対象とする障害に応じた特別の指導とは，学習能力や発達
のアンバランス，学習上または生活上の困難，心理的な安定，対人関係・コミュニケーションなど
に関する指導で，教育課程上では，障害による学習上または生活上の困難の改善または克服を目的
とする「自立活動」として実施される。また，特に必要がある場合には，障害の特性，程度，状況
に応じて各教科の内容を補充するための指導を含むことができる。なお，各教科の補充指導で充分
に留意すべきなのは，単に教科の遅れを補充することを目的としてはならないことである。

　⑶　自立活動
　　 　自立活動は，特別支援学校学習指導要領に明示されている領域であり，内容は，①～⑥の６区分
27項目からなる。具体的な指導については，児童生徒の実態，特別な教育的ニーズ，本人・保護者
の願い，合理的配慮の実施内容等に基づき，６区分27項目からピックアップした内容を指導するも
のである。

　　　　①　健康の保持（日常生活面，健康面など）　　　　　　　　５項目
　　　　②　心理的な安定（情緒面，状況の理解など）　　　　　　　３項目
　　　　③　人間関係の形成（人とのかかわり，集団への参加など）　４項目
　　　　④　環境の把握（感覚の活用，認知面，学習面など）　　　　５項目
　　　　⑤　身体の動き（運動・動作，作業面など）　　　　　　　　５項目
　　　　⑥　コミュニケーション（意思の伝達，言語の形成など）　　５項目
　⑷　指導時間
　　　年間35単位時間～概ね280単位時間以内 【週１～８単位時間】　　　　　
　　　　※ＬＤ（学習障害）及びＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）年間10単位時間が下限
 【月１単位時間～可】　　　　　
　

第２節 　個別の教育支援計画（教育支援プランＡ）及び個別の指導計画（教育支援プランＢ）作成
１　通常の学級における特別の教育課程
　 　通級による指導は，通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対して，各教科等の大部分の授業
を通常の学級で行いながら，通常の教育課程に加え，又はその一部を替えて，当該児童生徒の障害に
応じた特別の指導を特別の指導の場（通級指導教室）で行う教育形態である。
　　※次頁を参照
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　　　・① … 通常の学級の放課後の時間等に，通級による指導を行う場合
　　　・② … 通常の学級の授業の一部から放課後の時間等にかけて，通級による指導を行う場合
　　　・③ … 通常の学級の授業の一部を，通級による指導に替える場合

　 　通級による指導の時間数は，年間35単位時間から280単位時間（週当たり１単位時間から８単位時
間相当）を標準としている。ただし，学習障害（限局性学習症，ＬＤ）及び注意欠陥・多動性障害
（注意欠如多動症，ＡＤＨＤ）のある児童生徒については，月１単位時間程度でも指導上の効果が期
待できる場合があることから，年間10単位時間（月１単位時間程度）を下限としている。
　 　なお，児童生徒が在籍する小・中学校の校長は，児童生徒が他の小・中学校や特別支援学校におい
て特別の指導を受ける場合には，これら他校で受けた指導を自校の特別の教育課程に係る授業とみな
し，教育課程を編成することができる（他校通級）。

２　通常の学級における教育支援プランＡ及び教育支援プランＢ作成の基本と手順
　⑴　作成の主体と計画の共有
　　 　今回の学習指導要領の改訂と学校教育法施行規則の一部改正（平成30年８月27日施行）により，
通級による指導を受ける全ての児童生徒について，教育支援プランＡ及び教育支援プランＢを作成
することが明示された。

　　 　これに基づき，児童生徒が在籍する学校（在籍校）は教育支援プランＡ及び教育支援プランＢを
作成し，通級による指導を行う学校（通級指導校）は「通級の個別の指導計画」を作成する。

　　 　これらの各計画は，学校と保護者が十分相談し，本人及び保護者の意向や障害の状態，これまで
の経過等を踏まえて作成するとともに，保護者と共有することが望ましい。また，それぞれの計画
は，その目的や活用する方法に違いがあることに留意しつつ，相互の関連性を十分確保し，実際の
支援や指導に生かされる必要がある。

　⑵　様式（教育支援プランＡ・教育支援プランＢ）
　　 　本県では，児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた総合的な指導計画を作成する意図から，教
育支援プランＡ・教育支援プランＢを示している。教育支援プランＡは，入学前から卒業後まで一
貫したサポートを教育・福祉・医療・労働等が連携して支援するための計画で，個別の教育支援計
画に相当する。一方，教育支援プランＢは，きめ細かな指導を行うために，指導目標や内容，方法
等を盛り込んだ計画で，個別の指導計画に相当する。
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　　 　計画の様式は，地域の実情に応じて学校の設置者等が定めるとされており，本県では，必要な事
項を網羅する様式として教育支援プランＡ・Ｂの活用を推奨している。ただし，市町村によっては，
地域の実情を踏まえた独自の様式を示している場合もあるため，計画の作成に当たっては，各市町
村教育委員会の指示する様式で作成する。

　⑶　通常の学級における計画作成の手順
　　ア　在籍学級担任の気付きと教師間の連携
　　　 　発達障害や情緒障害のある児童生徒は，周囲の大人から「自分勝手でわがままな子」「指導や

対応がうまくいかない困った子」などと捉えられてしまう場合がある。障害の状態によっては，
生徒指導上の他の問題として捉えられるケースもあり，正しく理解されなかったり，適切な対応
が遅れてしまったりすることも少なくない。日々児童生徒と接する在籍学級担任にとっては，指
導がうまくいかず思い悩むことも多い。

　　　 　特別な配慮を必要とする児童生徒への指導に当たっては，在籍学級担任一人に悩みを抱えさせ
ることのないように，組織的に対応する仕組みや環境をつくることが望ましい。校長は，特別支
援教育実施の責任者として，校内委員会を設置するとともに，特別支援教育コーディネーターを
指名し校務分掌に明確に位置付ける。学校全体の特別支援教育の体制を充実させ，効果的な学校
運営に努める必要がある。

　　　 　また，学年会や校内委員会，教育相談部会等を活用し，教師間の連携を図ることも重要である。
時に在籍学級担任は，指導上の悩みを自らの責任と捉えてしまい相談することをためらったり，
経験が浅くどういったケースを報告すべきか判断に迷ったりする場合がある。しかし，在籍学級
担任の悩みは，見方を変えれば，その児童生徒が特別な配慮を必要としていることへの気付きに
つながることも多い。特別支援教育コーディネーターを中心とする周囲の教師が積極的に声を掛
け，在籍学級担任の悩みを引き出し，児童生徒を，「自校の子」として学校全体で支援していく
ことが大切である。

　　イ　特別支援教育コーディネーターの役割
　　　 　在籍学級担任から相談を受けた特別支援教育コーディネーターは，在籍学級担任との協議を通

して，対象となる児童生徒について，次のことを明らかにする。
　　　　

　　　ア　困っていることは何か
　　　　 　本人が困っていること，また，周囲の児童生徒や在籍学級担任が困っていることを明確にす

る。周囲の児童生徒や在籍学級担任が困ったと感じていることの背景に，本人のどんな困難さ
や特性があるのかを探ることが大切である。周囲が感じている以上に，本人は，なぜ叱られた
り否定されたりするのか分かっていなかったり，どのようにふるまえばよいか分からず混乱し
たりしている場合がある。それぞれの困っていることを書き出す等，明確に捉え直すことから
始めるとよい。

　　　イ　児童生徒の実態把握
　　　　 　児童生徒のノートやプリント，図工や美術等の作品，また，日常の観察から得た情報，保護

者から得た情報等を基に，学習面・行動面・認知面等，分類して一覧にまとめると参照しやす
い。まずは在籍担任が持っている情報を整理することから始め，特別支援教育コーディネー
ターとの協議や校内委員会での検討を経て，さらに詳細な情報を収集・整理していく。その際，
特別支援教育支援員等の協力を得て，複数の目で，複数の場面を観察し記録しておくと，新た
な気付きを得ることができる。

ア　困っていることは何か
イ　児童生徒の実態把握
ウ　支援方法の見通し
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　　　ウ　支援方法の見通し
　　　　 　得られた情報を整理し，校内委員会で校内での配慮や支援を検討する。そして，全教職員で

児童生徒の状態像と配慮の必要性，支援方法を共通理解するとともに，役割を分担し，組織と
して対応できるようにする。

　　　　 　その上で，障害の状態や程度，本人・保護者の教育的ニーズ等を十分に踏まえ，児童生徒の
成長を促すためには，①通常の学級の中で配慮や支援をしながら指導を続けていくのがよいか，
②通級による指導を取り入れるか，③学習の場を特別支援学級に移すのがよいか等についても，
校内委員会に諮り，検討を進めていく。

　　ウ　校内委員会の活用
　　　 　校内委員会では，特別支援教育コーディネーターを中心に，出席者がそれぞれの立場から積極

的に参加できる雰囲気をつくることができるとよい。また，協議を通して，いつまでに，誰が，
何をすべきなのかという行動の見通しを明確にすることも大切である。校内委員会では次のこと
を協議する。

　　　　

　　　ア　詳細な実態把握
　　　　 　在籍学級担任と特別支援教育コーディネーターの協議の段階で得られた情報を点検・整理し，

不足する情報については，その収集方法を明らかにする。特に，個別式知能検査等の実施や専
門的な見立てについては，医師や心理士との連携が必要になる。また，改めて保護者に情報提
供を依頼する場合は，保護者の負担感や心情に十分配慮し，学校として既に得ている情報と新
たに必要な情報を明確に整理した上で協力を依頼する。

　　　イ　校内指導体制の調整
　　　　 　通常の学級で工夫できる少人数指導やＴ・Ｔによる指導，支援員の活用，特別支援学級の弾

力的運用，放課後の利用，個に応じた柔軟な教育課程の運用等，実施可能な支援について，合
理的配慮の観点から協議する。教職員の負担や人的配置のバランスを考慮しつつ，期間を決め
て集中的に支援を行うなどの工夫を検討する。

　　　ウ　 教育支援プランＡ・Ｂの作成
　　　　　※　詳細は，「Ⅴ 第２章」を参照のこと。
　　　エ　保護者や関係機関との連携
　　　　 　教育支援プランＡと教育支援プランＢを学校と保護者の連携のツールとして有効に機能させ

るためには，その作成の段階から，学校と保護者が十分協議し，本人及び保護者の意向や障害
の状態，これまでの経過等を踏まえて作成し，保護者と共有することが望ましい。また，保護
者の意向を踏まえつつ，医療機関や放課後等デイサービス，保健所，就労支援機関等の関係機
関とも必要な情報の共有を図るとされていることから（平成30年８月27日付け文部科学省通知
「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」），校内委員会では，必要に応じ
て，学校の個人情報保護方針等に則した関係機関との連携についても協議する。

　　　オ　教育支援プランＡ・教育支援プランＢの評価
　　　　 　望ましい連携のあり方を検討したり，指導内容や方法の改善を図ったりするために，ＰＤＣ

Ａサイクルの過程において，校内委員会を定期的に開催し，教育支援プランＡ・教育支援プラ
ンＢの評価を行う。評価は，概ね学期ごとに行うことが望ましい。

３　通級による指導を受ける児童生徒の教育支援プランＡ及び教育支援プランＢ作成の基本と手順
　⑴　通級による指導の開始に至る流れ
　　 　通級による指導の開始（入級）に当たっては，在籍校と保護者が話し合いを行い，通級指導教室
の説明や見学の機会を設ける。その後，保護者の希望に基づき，校内委員会で協議した上で，在籍
校が市町村教育委員会に就学相談の実施を依頼する。

　　 　市町村やケースによって多少の差異があるが，以下に代表的な流れを示す。

ア　詳細な実態把握
イ　校内指導体制の調整
ウ　教育支援プランＡ・Ｂの作成
エ　保護者や関係機関との連携
オ　教育支援プランＡ・Ｂの評価
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　　 　指導開始に当たって特に大切なことは，「本人・保護者の理解」と「在籍校の支援方針」の２点
である。保護者に対しては，教室の説明や就学相談の中で，通級による指導の仕組みやねらい，指
導内容，入級基準，指導期間と終了（退級）等について，十分な情報提供を行い，理解を得ておく
必要がある。また，在籍校の授業を抜けることや他校に通うことを負担と感じる児童生徒も少なく
ないことから，それぞれに応じた方法で説明を行い，心理的負担を和らげるとともに，通級指導教
室での活動に主体的に取り組めるよう指導を工夫する。

　　 　また，在籍校において担任が通級指導教室の利用を進めたいと考えたり，保護者から入級希望の
申し出があったりした場合は，速やかに校内委員会で検討を行う。校内委員会では，入級基準に合
致しているか，本人・保護者はどの程度，通級による指導について理解しているか等について確認
し，主たる支援機関である在籍校の方針として，通級による指導を活用して支援することが望まし
いと判断した場合は，市町村教育委員会に就学相談・就学支援の実施を依頼する。

　　 　一方，校内支援委員会又は市町村教育委員会就学支援委員会において，児童生徒の状態や教育的
ニーズ，入級基準等を精査した結果，児童生徒のさらなる成長を促すためには，通級による指導以
外の支援が適切と判断する場合がある。その際は，保護者の心情を踏まえた丁寧な説明を行うとと
もに，具体的かつ適切な方策を提案し，支援の道すじを明らかにする必要がある。

　⑵　在籍校からの情報提供
　　 　通級による指導の開始が決定されたら，在籍校は通級指導校に対し，保護者の同意を得た上で，
児童生徒の情報を提供する。その際，在籍校は，教育支援プランＡと教育支援プランＢについても，
通級指導校と共有する。

　　 　通級指導教室は，二つの計画の内容を理解することで，本人・保護者の教育的ニーズやこれまで
の経緯，在籍校での指導方針等，支援計画の全体像を把握することができる。

　　ア　教育支援プランＡ
　　 　情報提供に際し，在籍校はあらかじめ，教育支援プランＡの「教育機関の支援」「相談歴」の欄
に，通級による指導の開始に当たって保護者と行った相談の内容や，就学支援委員会の助言内容等
を記入しておく。また，入級に係る就学相談（入級審査）の中で，個別式知能検査等を実施した場
合は，同じく教育支援プランＡの「諸検査」の欄に記載する。
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　　イ　教育支援プランＢ
　　　 　今回の学習指導要領の改訂において，通級による指導に当たっては，特別支援学校小学部・中

学部学習指導要領第７章に示す自立活動の６区分27項目の内容を参考とし，児童一人一人に，障
害の状態等の的確な把握に基づいた自立活動における個別の指導計画を作成し，具体的な指導目
標や指導内容を定め，それに基づいて指導を展開する必要があるとされた。

　　　 　また，平成28年文部科学省告示第176号においては，通級による指導の内容について，各教科
の内容を取り扱う場合であっても，障害による学習上又は生活上の困難の改善又は克服を目的と
する指導であるとの位置付けが明確になった。

　　　 　すなわち，通級による指導において行われる指導は，それが「自立活動」であっても，いわゆ
る「教科の補充」指導であっても，全て障害による学習上又は生活上の困難の改善又は克服を目
的とする指導でなければならない。

　　　 　教育支援プランＢの「指導に結びつく実態」欄は，自立活動の６区分に基づいて設定されてい
る。よって，在籍校が作成する教育支援プランＢには，在籍校での児童生徒の障害による学習上
又は生活上の困難の実態が記されていると言うことができる。さらに，本欄は「ここまではでき
る」という現状を明確にするという趣旨から，児童生徒のできること（強み・よさ）についても
記載することになっているため，そこに記載された児童生徒の実態の強みやよさを伸ばし，苦手
さや困難さを和らげることこそが，通級指導教室の役割となる。
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４　児童生徒の実態把握
　 　「通級の個別の指導計画」を作成し指導を進めていくに当たり，児童生徒の実態を的確に把握する
ことは非常に重要である。実態把握が不十分であったり実態を見誤って捉えてしまったりすると，適
切な指導計画を立案することができず，指導の効果も期待できない。そうしたことを防ぐためにも，
複数の観点から丁寧に実態に迫ることが大切である。

　⑴　教育支援プラン等での実態把握
　　 　通級による指導の開始が決定されたら，通級指導校は，保護者の同意を得た上で，在籍校から教
育支援プランＡと教育支援プランＢの情報提供を受ける。二つの計画の内容を理解することで，本
人・保護者の教育的ニーズやこれまでの経緯，在籍校での指導方針等，支援計画の全体像を把握す
ることができる。

　　 　また，在籍校が独自に「実態把握票」等を作成している場合は，児童生徒の行動観察を行う以前
に取り寄せることができると円滑で丁寧な実態把握となる。

　　 　一方，こうした文書は作成に多くの手間と時間がかかるため，在籍校や在籍学級担任の負担を考
慮し，知り得たい情報を精選することで，複数の文書に同じことを記入しないなどの工夫があると
よい。

　⑵　面談での実態把握
　　ア　本人・保護者
　　　 　本人・保護者が困っていることや何を改善しどのようになりたいか等を話し合い，本人・保護

者の教育的ニーズを把握する。押さえるべきポイントは以下のとおりである。
・主訴 困っていることに順位を付ける等の工夫をし，主訴を明確にする。
・長期目標，短期目標 具体的で実現可能な目標となっているか確認し，方針を共有する。
・生育歴，家族歴 幼少期の様子や家庭環境について確認する。
・家庭での本人の様子 保護者からのみ得ることのできる貴重な情報である。
・保護者の養育への考え 面談全体を通して，保護者の考えを理解する。
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　　イ　在籍学級担任
　　　 　在籍学級担任が困っていること，何を改善しどのようにしたいかを話し合い，在籍学級担任の

考えや願いを把握する。押さえるべきポイントは以下のとおりである。
・主訴 困っていることに順位を付ける等の工夫をし，主訴を明確にする。
・長期目標，短期目標 具体的で実現可能な目標となっているか確認し，方針を共有する。
・学校での様子 教育支援プランの内容等について，実際のエピソードを聞き取る。
・物理的，人的な環境 校内の活用できる資源を確認する。
・担任の教育への考え 面談全体を通して，担任が教育上大切にしていることを理解する。

　　　 　また，特別支援教育コーディネーターや学年主任，支援員，管理職等，在籍学級担任以外の教
職員からも話を聞くことができると，より多面的に児童生徒の理解を図ることができる。

　⑶　在籍校での行動観察による実態把握
　　 　児童生徒がどのような場面や状況で困っているのか，直接観察する。可能な範囲で，複数の場面
を観察すると，より的確に児童生徒の実態を把握することができる。観察するポイントの例を以下
に示す。

　　【 授業中 】
　　　□ 注意の特徴（集中力等）　　 □ 身体の動き　　　　　　　　　□ 座位・姿勢　　
　　　□ 書字のペースや字形　　　 □ 挙手や発言の様子　　　　　　□ 学習の理解
　　　□ 学習全般への意欲　　　　 □ 得意な授業や活動の様子　　　□ 苦手な授業や活動の様子
　　【 授業以外 】
　　　□ 休み時間の様子　　　　　 □ 清掃や給食の時の様子　　　　□ 服装や持ち物
　　　□ 図工（美術）等の作品　　 □ 提出物，掲示物の様子
　　【 コミュニケーション 】
　　　□ 友達との関わりの様子　　 □ 教職員との関わりの様子　　　□ 話し方の特徴
　　【 課題となる行動 】
　　　□ 課題となる行動の様子　　 □ 課題となる行動の前後の様子
　⑷　個別式知能検査等による実態把握
　　　※詳細は，「Ⅴ 第４章 第２節 ２ ⑴」（p.210，p.211）を参照。
　⑸　通級による指導の中での実態把握
　　 　通級による指導を開始後も，特に始めの数時間については，児童生徒との信頼関係の構築を図り
ながら，実態把握を主なねらいとする活動を行う必要がある。その中で，事前の面談や行動観察等
で得た情報を補い，計画の細かな修正を行った上で指導を進めていく。

５　通級指導教室での指導
　 　通級指導教室は，刺激を統制した落ち着いた環境の中で心理的な安定を図りながら，児童生徒が本
来もっている力を引き出し，様々な場面や状況に対応する力を育てる指導の場である。在籍校におけ
る適応状況の改善や本人に合った学び方への気付きなどを短期又は中期の目標としつつ，将来の社会
的自立までを見据え，障害による学習上・生活上の困難の改善や克服を長期的な目標としている。
　 　発達障害・情緒障害通級指導教室では，例えば，「ちょっとしたきっかけで注意をそがれやすい」
「書きたいのにどうやって形を捉えればよいか分からない」「場の雰囲気や状況に応じた行動がとれ
ない」「困惑すると，つい激しい行動に出てしまう」「特定の場面で緊張して話せなくなる」といった
児童生徒に対し，一人一人の状態に応じた「通級の個別の指導計画」に基づいた指導を行う。
　【一年間の教室経営（例）】
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６　「通級の個別の指導計画」の実際
　　※「本章　第３節　教育課程編成及び指導計画作成のための資料（p.294～）」を参照。

７　指導記録と学習評価
　⑴　指導記録
　　 　多くの通級指導教室では，その日の指導内容や成果と課題，児童生徒や保護者の感想，通級によ
る指導の担当教師の所見等を１～２枚にまとめた記録を作成し，毎回の在籍校や保護者とのやりと
りに活用している。また，この他に毎時間の指導計画（指導案）を作成し，保護者と在籍校の担任
に対し，前回の指導における児童生徒の様子を踏まえた今回のねらいや通級による指導の担当教師
の考えを示している通級指導教室もある。

　　 　このように，毎回の指導記録を作成し，在籍校や保護者と連携しながら指導を進めることにより，
通級による指導の効果を高めることができる。

　⑵　学習評価
　　ア　短期の評価
　　　 　毎時間の指導については，「通級の個別の指導計画」（教育支援プランＢの様式を活用）の「学

習課題・目標」に基づいて設定した短期目標（スモールステップ）に照らして評価を行う。評価
項目に関する様子や，その日の指導で特に目立った行動を記録して評価を行うとともに，次回の
指導の目標や内容を検討する。

　　　 　指導の効果が上がらない状態が続く場合は，指導計画の見直しを行う必要がある。実態把握が
的確でなかったのか，実態把握に基づく見立てや方針に誤りがあったのか，あるいは教材や指導
方法が適していないのかなど，複数の目で再度点検し，早急に修正することが大切である。
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　　イ　学期末の評価
　　　 　通級の個別の指導計画に基づいて評価を行う。回数や時間を数値で示したり，明らかな成長の

エピソードを示したりできるよう，毎回の指導記録を活用する。また，追加する事項があれば加
筆し，在籍校と保護者に提供する。

　　　 　さらに，「指導報告書」を作成し，学期を通した児童生徒の成長や今後の課題について在籍校
に報告を行う。

　　ウ　長期の評価
　　　 　主訴について，一定の改善が図れたかを検討する。通級の個別の指導計画に基づいて，総合的

な評価を行う。本人・保護者の意向や在籍校の支援体制の変化等も踏まえながら，退級・継続等
の判断を就学支援委員会に諮る。

　⑶　指導要録の記入
　　 　通級による指導を受けている児童生徒については，成長の状況を総合的に捉えるため，指導要録
（指導に関する記録）の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に，通級による指導を受け
た学校名，通級による指導の授業時数，指導期間，指導の内容や結果等を記入する。

　　 　通級による指導の担当教師は，毎回の指導記録に基づき，指導要録に記入する内容をまとめ，在
籍校に報告する。それを受けて在籍校の担任は指導要録の記入を行う。

　　指導要録に記入する内容の例
　　 通級による指導

〇〇立〇〇学校　発達障害・情緒障害通級指導教室
週（月）当たり〇時間
〇〇年〇月〇日～〇〇年〇月〇日
自立活動（主にコミュニケーションに係る指導）　
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第３節　教育課程編成及び指導計画作成のための資料
例示１　状況把握が苦手な児童の指導例（小２・Ａさん）
１　通級による指導に至る経緯
　 　学力は年齢相応で向上心が強く，友達と関わりたい気持ちはあるが，小学校入学当初から，「授業
中離席してしまう」「最後まで指示を聞けない」「周りを待たずに行動してしまう」「ルールにそった
遊びができない」「その場の状況にそぐわない言動をとる」「気持ちが高ぶると大きな声を出してしま
う」「相手の意図や気持ちが分からずに周囲とトラブルになる」など，集団参加や行動面，対人関係
面での課題がみられた。
　 　保護者は，就学前から友達との関わり方やこだわりの強さ，自分の気持ちを伝えることに課題があ
ることなどを気にはしていたが，乳幼児健診などで特に指摘されなかったこともあり，年齢と共に改
善していくと捉えていた。育てにくさを感じてはいたものの，医療機関や相談機関へつながることは
なかった。
　 　小１では，学校は，スクールカウンセラーや教育相談室と連携し，保護者を支えながら，Ａさんへ
の理解を図るため，保護者との面談を継続的に行い，教育支援プランＢを作成し，共通理解に努めた。
Ａさんへは，授業規律を図で示したり，Ａさんの気持ちや状況を言語化したり，気持ちを落ち着かせ
る場を設定するなど，Ａさんの成長を支えるように支援した。授業への取り組みは徐々によくなって
きたが，３学期になっても，相手の気持ちや意図が分からずに，場や状況に合わない言動をとってし
まい，「対人関係を築くことの難しさ」や「最後まで指示を聞かずに行動してしまうこと」「気持ちが
高揚すると大きな声を出してしまうこと」が，引き続き見受けられた。また，失敗経験から，「僕は
ダメ」といった自己を否定する様子が見られ，自己肯定感の低下も心配された。
　 　通級指導教室の利用について，保護者の理解が得られ，学校から教育委員会へ申し込みがなされ，
市の就学支援委員会において，通級による指導が必要との意見が出された。小２から通級による指導
を開始することとなった。
　
２　児童の実態
　⑴　教育支援プランＡ＜抜粋＞（在籍校が作成）
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⑵　通級の個別の指導計画＜抜粋＞（通級指導校が作成・在籍校の個別の指導計画とは別のもの）
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３　指導の実際
　⑴　指導の方針
　　【本人の思いや願いを基に指導目標を考える】
　　 　Ａさんは，「学校の約束が分かり，友達と仲良くできるようになりたい」，「友達とけんかをしな
いようにイライラしない」。保護者は，「相手の気持ちに気付き，最後までみんなと活動に参加でき
るようになってほしい」，「自分の気持ちを相手に伝えることができるようになってほしい」，「苦手
なことや困っていることが伝えられるようになってほしい」，「姿勢保持，集中力を身に付けてほし
い」という願いをもっていることが分かり，これらを基に指導の目標を立てることにした。

　　【本人の状態等を把握し，要因を見立てる】
　　 　Ａさんは「なぜ，トラブルが起こるのか，なぜ，注意されてしまうのかが分からない」と訴えて
いたので，自己認識を育てる必要がある，という指導方針を立てた。

　　【ＰＤＣＡサイクルで指導を組み立てていく】
　　 　Ａさんが，自分の行動や言葉が他者に対して不快感を与えていることに気付いていないことが分
かったので，Ａさんの好きなカードゲーム等を通級による指導の担当教師と共に楽しむ体験を取り
入れることにした。

　　【在籍校との連携を密にとる】
　　 　在籍校訪問を通してＡさんへの理解を深めるとともに，通級指導教室での成果を逐次，学校へ伝
えるようにした。

　　【保護者と同じ方向で支援していく】
　　　指導場面を観察していただき，Ａさんの困っていることや，その対応を共有していくことにした。
　⑵　指導目標
　　・　学校生活で場に応じた言動が分かり，適切な対応ができるようにする。
　　　（本人の目的：学校の約束が分かり友達と仲良くできるようになる。）
　　・　上手に人と関われるようにする。（本人の目的：友達とけんかをしないようにする。）
　　・　ボディイメージを高め，身体を円滑に動かせるようにする。
　⑶　指導例（小２　２学期　個別指導90分　休憩５分間）
　　①　本時の目標
　　　・　ルールやマナーを守って，一緒に活動を楽しむ。
　　　・　負けた時の対応について知り，勝ち負けにこだわらず，一緒に活動を楽しむ。
　　　・　運動遊びに取り組み，コントロールやバランスをとる動きや，やりとりを楽しむ。
　　②　展開
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　　③　評価
　　　・　ルールやマナーに沿って，楽しく活動できたか。
　　　・　負けた時の対応の仕方を理解し，勝ち負けにこだわらず，最後まで活動に取り組めたか。
　　　・　体をコントロールして楽しく運動遊びに取り組むことができたか。

４　連携
　⑴　在籍校との連携による支援
　　・　連絡ノートを活用し，通級指導教室での指導状況を伝えた。
　　・ 　通級指導教室で行った指導が，在籍学級での適切な言動やマナースキルの遂行につながるよう，

通級指導教室で使用した自作教材を提供し，共有するようにした。
　　・ 　日常的な電話などでのやりとりと合わせて，各学期に２～３回，在籍校訪問を行った。在籍校

訪問では，授業参観及び放課後の時間に，在籍学級担任や特別支援教育コーディネーター，管理
職と情報交換や情報共有を行った。
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　　・ 　学期ごとに通級指導教室での指導について報告書を作成し，在籍校でも学期ごとの教育支援プ
ランＢの評価，次学期の指導目標を添付してもらい，指導目標や手だて等を共有した。

　　・ 　実際に在籍校で課題となった出来事や上手にできた出来事を把握し，通級指導教室で取り組む
ようにした。

　　・ 　保護者面談について，保護者の同意のもと，情報を共有するようにした。
　　・ 　終了を見据えて，通級による指導と合わせて「巡回指導」を行った。「巡回指導」では，Ａさ

んが苦手としていた「体育」の授業や，「給食の準備の時間」に在籍学級へ入った。状況に応じ
て適切な行動が見受けられたので，直接的に指導する場面はなかったが，在籍校，保護者とのよ
りよい連携を図ることができ，Ａさんの理解や支援につなぐことができた。

　⑵　保護者との連携による支援
　　・ 　連絡ノートを通級指導教室，在籍校，家庭の三者で共有するようにした。連絡ノートは本人の

目に触れるものでもあるので，本人のよいところを記入してもらうようにした。対応が必要な出
来事や相談については，電話や直接面談等でやりとりするようにした。

　　・ 　通級指導教室での指導場面を観察していただいた。指導場面を観察していただくことで，Ａさ
んの課題や支援法の理解，通級指導教室の理解にもつなぐことができた。

　　・ 　通級による指導の時間の他に，定期的に個別面談を設定した。通級による指導の報告や在籍校
訪問の報告を行ったり，在籍校や家庭，医療，放課後デイサービスでの様子や取り組みを共有し
たり，子育ての悩みを相談する機会を設けたりした。

　　・ 　保護者からの相談を指導に取り入れた。友達との関わりの他にも，鉄棒やマット運動，なわと
び，ボール運動の苦手意識があり「体育」に自信がもてないこと，手先が不器用で定規やコンパ
ス，リコーダーなどがうまくできない，といった相談があった。なわとびや鉄棒につながる動き
の練習を行い，使いやすい道具や工夫の仕方を試しながら，実際の授業でできるように，通級に
よる指導において使い方の練習を行った。

　　・ 　保護者から，「通級指導教室を利用することで，自分自身が子供の見方や関わり方が変わった。
通級指導教室を活用してよかった。」という感想をいただいている。

　
５　評価と課題
　　 　小２から指導を開始し，週１回２単位時間の指導を行った。小３の３学期には終了を見据え，通
級による指導の担当教師が通級による指導の時間に在籍校を訪問して指導を行った。小３末に在籍
校，保護者と終了について話し合った。「場に応じた言動や適切な対応をとることができるように
なっている」「上手に関われることが増えている」「コントロールする力もつき，苦手なこともでき
るようになってきた」「自信や自己肯定感もついてきている」「うまくいかないこともあるが，学校
の理解と支援を継続していきながら対応することができている」「家庭でも理解が進み，適切な支
援がされている」「年度末終了には不安が残るため，新学年での様子を見て，終了につなげてい
く」「終了後は，引き続き，必要に応じフォローアップを行う」ということが確認された。

　　 　小４のスタート時，心理的に不安な様子が見られたため，すぐには「終了」とせず，在籍校訪問
と隔週での通級による指導を継続した。小４の２学期頃には，心理的にも安定してきた。困ったこ
とがあっても，状況や自分の考えを伝えたり，どうしたらよいか援助を求めたりすることができる
ようになってきた。「勝ち負けより，もっと大事なことがあると思う。人と一緒に力を合わせるこ
ととか。」「自分は同じように言われても何とも思わないけれど，他の子は嫌な気持ちになるよね。
だからそれは言わない。」など，他者意識も育ってきた。「約束を守って友達と仲良くできてい
る。」と自信をもって自己評価できていた。本人も「通級指導教室を利用しなくてもやれる」とい
う自信もついてきた。在籍校，保護者と話し合い，通級による指導回数を減らし，本人の状態を確
認しながら通級による指導を終了した。終了後も必要に応じて，支援について助言を行うなどの
フォローアップを行った。引き続き，校内では本人への必要な理解や支援が継続されるように，教
育支援プランＡ及び教育支援プランＢを保護者と共有しながらの取組みがなされている。
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例示２－１　コミュニケーションが苦手な児童生徒の指導例（小３・Ｂさん）
【小学校における指導】
１　通級による指導に至る経緯
　⑴　在籍学級担任の気付き
　　 　入学当初より「集団での関わりが苦手である」「人の意見を聞くことができずコミュニケーショ
ンを上手にとることができない」「友達とのトラブルが絶えずに衝動的に手が出てしまう」「友達が
やめてと言っても執拗に追いかけ回し，馬乗りになり笑っている」と特別支援教育コーディネー
ターに相談があった。市内の専門家による巡回相談において，児童の実態の観察を依頼するため，
在籍学級担任が相談シートを作成した。

　⑵　校内支援の流れ
　４月　在籍学級担任の気付きにより，特別支援教育コーディネーターが教室での様子を観察
　　　　学習支援員にもＢさんの実態を伝え，Ｂさんの支援の仕方について連携を図る
　５月　 臨床心理士・ＳＳＷ・特別支援学校の特別支援教育コーディネーター・特別支援教育コーディ

ネーターでＢさんの行動観察を行う（専門家の意見から個別式知能検査を実施し，医療機関へ
の受診が望ましいとアドバイスを受ける）

　６月　保護者面談・個別式知能検査の実施
　７月　校内就学支援委員会にて通級が望ましいと判断
　８月　「教育支援プランＡ」「教育支援プランＢ」の作成　医療機関の受診（診断名「ＡＤＨＤ」）
　　　　市の就学支援委員会にて通級指導教室での教育的支援が望ましいという意見
　３月　通級指導教室への入級決定
　４月　通級による指導を開始

２　児童の実態
　⑴　教育支援プランＡ＜抜粋＞
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　⑵　通級の個別の指導計画＜抜粋＞

３　指導の実際
　⑴　指導の方針
　　・　得意な認知特性により苦手を補う。
　　・　苦手な認知特性を伸ばす。
　　・　コミュニケーション能力を高める。
　　・　成功体験を積み自己肯定感をもつ。
　⑵　指導目標
　　・　集中して学習活動に取り組むことができる。
　　・　状況や場面に応じたあいさつを行い，自分の気持ちを言葉にして相手に伝えることができる。
　　・　安定した気持ちで授業を受けることができる。
指導例（小３・１学期　45分授業）
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※コミュニケーションに課題がある児童の場合の一例として以下のようなＳＳＴがある。
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４　連携
　⑴　在籍学級との連携
　　 　目の前のことに注意を集中させるためには，不要なものは片付け，視界に入れないことが効果的
であったため，在籍学級担任は，机の上を１時間ごとに整理させ，ユニバーサルデザインの視点を
取り入れた教室環境づくりを行った。指示を出すときは，名前を呼んだり，肩にそっと手を触れた
りして注意を引き付けてから指示を行った。在籍学級担任も通級による指導の担当教師も「でき
る・分かる授業」「称賛し，認める指導」を毎時間心掛けた。

　⑵　外部専門機関との連携　
　　 　市内を巡回している臨床心理士に，定期的にＢさんの様子の観察を依頼し，在籍学級での配慮事
項，通級指導教室での指導内容について助言をいただくことで効果的な指導を行うことができた。
また，Ｂさんが通院している病院に教室での様子，通級指導教室での様子を「医療情報提供書」と
して伝えている。

　⑶　教職員との連携
　　 　ＳＳＴでロールプレイングを行うときなど，管理職や校内の職員にも協力を依頼し，多くの大人
とも関わることができるように場の設定を行っている。

５　評価と課題
　 　学校・外部専門機関・保護者で連携することにより，Ｂさんの不適切な行動は減少し，教室（在籍
学級）でも落ち着いて授業を受けることができるようになってきた。通級指導教室でＳＳＴのロール
プレイング等を通して友達とのコミュニケーションの取り方を学んでいるが，般化には時間を要する
こともある。通級指導教室と在籍校・家庭との連携をとりながら指導することが大切である。様々な
機関と連携を図りながら複数の目でＢさんを支援していくことが必要である。すべての学校・すべて
の教師が配慮を要する児童に対する理解を深め，校内全体で支援するという体制づくりが急務である。
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例示２－２　コミュニケーションが苦手な生徒の指導例（中２・Ｃさん）
【中学校における指導】
１　通級による指導に至る経緯
　 　Ｃさんは，６歳のときアスペルガー症候群（自閉スペクトラム症）と診断されており，小学校では
会話力の改善をねらいにした通級による指導を受けていた。その後，中学校への移行期における，コ
ミュニケーションの苦手さを背景とした対人不安を主訴に，中学校でも通級による指導を受けること
になった。
　⑴　在籍学級担任や学年教師の気付き
　　①　自分の感情を言葉で適切に表現することが難しく，トラブルになることが多い。
　　②　過去の嫌な体験を思い出し，当該生徒に不適切な言動で関わることがある。
　　③　周りの生徒の様子を見てから，行動を始める。
　⑵　校内委員会での検討
　　 　保護者から「集団生活の中で友達とうまく関われるようになってほしいので通級指導教室での指
導を希望したい」との申し出があった。校内委員会，市の就学支援委員会を経て，中１より週１回
２単位時間の個別指導による「通級による指導」を開始した。

２　生徒の実態
　⑴　在籍学級担任・保護者との面談
　　 　指導開始時に「生徒理解のための資料」の記入を担任・保護者に依頼し，在籍校・保護者・本人
から学校での様子・生育歴・相談歴・医療歴・願い等の聞き取りを行い，総合的なアセスメントを
基に，教育支援プランＢを作成した。

　⑵　行動観察
　　 　在籍校に伺い，Ｃさんの様子を逐次記録し，指示後の反応や作業の処理速度，対人コミュニケー
ションや情動，課題に対する注意など学校生活・授業への適応状況を把握した。

　⑶　教育支援プランＡ＜抜粋＞

　⑷　通級の個別の指導計画＜抜粋＞
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３　指導の実際
　⑴　指導の方針
　　・　できることを増やし，自信の回復を目指す。
　　・　人と関わる心地よい体験を重ねることによってコミュニケーションの楽しさに気付かせる。
　　・　日常生活に必要な語彙の獲得を目指し，指導・支援を行う。
　⑵　指導目標

長期目標　・自分の感情を適切な言葉で表現することができる。
　　　　　　　　・日常生活に必要な語彙を獲得し，人間関係をうまく構築することができる。

短期目標　・自分の興味がある事柄について，言葉で表現することができる。
　　　　　　　　・困ったときに，教師や友達に助けを求めることができる。
　⑶　指導例
　　 　Ｃさんは言葉の意味や概念を理解する力，言葉を使って表現したり説明したりする力に課題が見
られ，日常生活の中で自発的な発話が見られず，うなずきや指差しで意志表示をしていた。周りの
人と関わりたいという気持ちは見受けられるが，出来事や気持ちを尋ねられても，限られた単語で
の返答が多く，さらに関わり方や考え方に偏りがあるため，対人関係のトラブルも多かった。その
ため，活動の中で語彙を増やし，気持ちを言語化できるスキル，援助要請できるスキルにつなげて
いこうと考えた。通級指導教室の授業では，通級による指導の担当教師との関係づくりの中で，会
話の心地よさを体感することから自発的に話す意欲を高められるよう，「趣味で語る」場面を設定
した。具体的には「すごろくトーキング」「３つ答えよ」（表にイラスト，裏に話す内容が書かれた
手作りカード教材）というコミュニケーションゲームを実施した。アセスメントの中で得られた本
人の興味・関心，体験したことを，それぞれの題材として取り入れ，活動を行った。

　【Ｃさん指導例（中１・１学期）】
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４　連携
　⑴　在籍校との連携
　　 　Ｃさんは，言葉の聞き取りや意味の理解に課題があり，言葉を使って表現したり説明したりする
力や，注意集中の課題も抱えていたため，その場での適切な応答が難しい状態にある。特に一斉指
示での理解に困難を抱えていた。そのため，在籍校の教師には，①視覚情報を併用し見通しをもた
せる，②注意が逸れている時は言葉かけ等の注意喚起を行う，③個別指示により理解の確認を行う，
④具体的で分かりやすく簡潔に指示を出す，⑤話しやすい環境づくり（本人の言語表出を待つ）を
行う等を依頼した。また，通級による指導の担当教師と在籍学級担任は，①指導報告書（年２回提
出），②連携会議（年３回実施），③連絡ノートのやり取り・電話連絡・面談（随時）等で連携を図
り，通級指導教室での様子の報告，在籍校での課題解決のための対処方法の検討などを行った。

　⑵　保護者との連携
　　 　毎時間の指導後の面談や連絡ノート（通級による指導の担当教師・在籍学級担任・保護者が本人
のよいところ，頑張ったこと等を記録）のやり取り，場合によっては電話連絡や個別面談などを実
施し，Ｃさんの頑張りや変容，課題について共有し，足並みを揃えて支援することを心掛けた。ま
た，保護者を通して他機関とも情報を共有し，共通理解のもとに指導及び支援を行った。

５　評価と課題
　 　Ｃさんは，指導開始時，自分の思いや考えを適切に言葉にすることが苦手で，うなずきや指差しで
対応することが多かったが，体験したことや興味・関心があるものをテーマにしたコミュニケーショ
ン活動を通して，「自分の感情を言語化する」「相手の言葉に反応して質問する」「相手の話に興味・
関心を示し，自発的に応答する」等，言葉のキャッチボールができるようになり，「日常生活に必要
な語彙」に広がりが出てきた。在籍校では，視覚化や注意喚起，個別指示等の支援を通して，困った
ときや不安なときに，在籍学級担任や学年職員，クラスの仲間に，状況に応じて，言葉を通して適切
な援助要請ができるようになってきたとのことである。また，自分の思いを文章で伝えることも増え
てきたとの報告を受けている。保護者によると，主治医からも「自発的な対話が増え，表現が豊かに
なった。」と言われたとのことである。今後はさらに，自発的な感情の言語化を促し，良好な人間関
係の構築や会話力の向上につなげる指導及び支援を行っていきたい。
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例示３　注意制御に課題がある児童の指導例（小３・Ｄさん）
１　通級による指導に至る経緯
　 　Ｄさんは，「一つのことに集中するのが難しい」「すぐに別のことに興味が移ってしまう」「二つの
ことを同時にできない」など，注意制御に課題があり，学業遂行や日常生活に困難さを示していた。
　 　保護者はＤさんについて「こらえ性がない」「飽きっぽい」「要領が悪い」と訴え，小学校入学時か
ら教育相談機関で相談を継続していた。その後，医療機関を受診したＤさんは「注意欠陥多動性障害
（注意欠如・多動症：ＡＤＨＤ）」の診断を受け，教育機関および医師の勧めにより通級による指導
を受けるに至った。
　 　「注意」の基本的な働きは，「多くの感覚情報の中から特定のものを選ぶこと」である。このよう
な働きを「選択的注意」という。選択的注意の働きの上に，情報のＡからＢ，ＢからＡへと選択を移
動させることを「転換的注意」，ＡとＢの両方に留意する「分割的注意」が成り立つ。もちろん，注
意の機能が働くには，生体としての覚醒レベルが維持（注意の持続）されていることが前提となる。
　 　Ｄさんの困難さは，一般的には集中力の有無として語られ，その行動特徴から行動抑制の困難とし
て捉えられる。しかし，Ｄさんの困難さを「注意制御」「行動抑制」という中枢神経系の機能の問題
としてとらえることで支援計画を組み立てることができる。

２　児童の実態
　⑴　教育支援プランＡ＜抜粋＞
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　⑵　教育支援プランＢの様式活用＜抜粋＞

３　指導の実際
　⑴　指導の方針
　　 　注意欠陥多動性障害（注意欠如・多動症：ＡＤＨＤ）の基本障害は行動抑制の欠如にあり，通常
ならばこの行動抑制のもとで形成される「実行機能」が形成されないことにあるとされる。「実行
機能」とは，研究者によって着目点の違いはあるが，「前頭葉の媒介によって思考および行動を管
理制御する能力」であって，自己制御，プランニング，認知の柔軟性，抑制制御，エラーの探索と
修正やワーキングメモリなどを含む概念，とされる。注意制御機能も含まれて，あるいは実行機能
と同義的に考えられている場合もある。そして注意制御や行動抑制に関与する脳領域は，前頭前野
にあり，これらの機能は , 児童期前の前頭前野の発達とともに , 大きく発達することも示されてい
る。前頭前野の成熟は典型発達児に比べて数年の遅れがあることが明らかになっている。

　　 　そこで指導では，注意制御と行動抑制に注目し，その機能を向上させるような認知トレーニング
を組み合わせた通級の個別の指導計画を立てた。

　⑵　指導目標
　　ア　長期目標
　　　・　教室で落ち着いて活動することができる。
　　　・　ルールに従って行動を調整し，友達と一緒に学校行事や学級活動に参加できる。
　　イ　短期目標
　　　・　一定時間（おおむね15分間）課題に集中して取り組む。
　　　・　認知的葛藤課題において拙速な判断による行動を抑え，行動調整できる。

　 □
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　⑶　指導例（通級による指導開始後６ヶ月目）

　　【課題と教材の意図】
　　　ア　教材（a）「たして10と５をさがせ」（注意集中課題）
　　　　 　本時の学習活動に使用した教材は，数字マトリックス（乱数表）シートを使った問題解決教

材である。この課題は，方眼状（およそ15×15）に並んだ数字（０から９までの乱数）の隣ど
うしの数を足すと10になる組合せを探索して２数を○で囲むものである。Ｄさんの場合，注意
の集中・持続，問題解決の選択・適用についての練習のために採用した。　

　　　　 　提示された課題（ここでは数字マトリックスと問題解決指示「隣どうしの二つの数を足し合
わせると10になる組み合わせをさがしましょう」）に対して，効果的な解決方法を決定したり，
選択したり，使用したりする認知プロセスは，プランニングといわれる能力である。また同時
に，一定時間，競合する刺激（妨害刺激：足すと10にならない組合せ）に対する反応を抑え，
特定の刺激（１・９，７・３などの組合せ）に選択的に注意を向けることも求められる。この
ような，提示された情報に対して，不要なものには注意を向けず，必要なものに注意を向ける
認知プロセスは，注意といわれる能力の根幹となる要素である。

　　　　 　また，Ｄさんには，隣どうしを足すと10の組み合わせには○，隣どうしを足すと５の組み合
わせは□という別々の印を付ける学習活動も行った（本時）。これは，同時に二つのルールに
従いながら適切に注意を切り替える（転換的注意）必要のある問題となる。このように数字探
し課題は，続けられる力（一定時間続ける）→見付けられる力（全部で○○組見付ける）→同
時に見付けられる力（横隣の組み合わせと縦隣の組み合わせも見付ける）→変えられる力（10
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の合成と５の合成を同時に探し，別々の印を付ける）等のバリエーションで実施した。また，
足して10の組み合わせだけでは，慣れ（学習）が生じて処理が自動的になってくる。そのため，
足すと９や８になるような組み合わせを探すように教示を変え，慣れが生じる前にパターンを
変えるよう工夫した。足すと９や８になる組み合わせもそれぞれ五つの組み合わせパターンが
あるが，10さがしには存在しない「０」との組み合わせという新しいパターンにも気付き，対
応する必要がある。

　　　イ　本課題に関する児童の実態把握
　　　　 　この課題に取り組んだ初期に，児童の実態把握として問題解決のベースラインを測定し記録

することが大切である。ベースラインの測定には，15×15（225個）の数字表に０～９までの
乱数を配したＡ４大の用紙を使い，隣どうしの２数を足すと10になる組み合わせを探し○印を
付ける課題を使用する。ベースライン測定の標的ペアは20組。この課題を３回（３週）行う。
標的ペアを探し終えた時間（秒）と児童がこの課題に取り組んだプロセスを記録する。

　　　ウ　課題の負荷調整
　　　　 　学年，または能力により児童一人一人の課題解決所要時間は異なる。そこで標的ペア数を加

減して，およそ10分間で解決できる量に調整する。

　　　エ　課題の効果測定
　　　　 　一定期間（およそ６か月程度）課題継続後，ベースライン測定時に使用したワークシートと

同じものに再度取り組む（３回：３週）。ここでは，達成度（Ｔ）＝達成時間（秒）／【回答
数（探し出した組数）×刺激数（総数字数）】，により定式化し数量的に分析し，初期の記録と
比較することができる。また，「注意制御能力の向上」と「課題を解く能力の向上（学習効
果）」を分けるため，効果測定期には，慣れ親しんだワークシートと新規の教示によるワーク
シートを連続して行う工夫が必要である。

　　　オ　Ｄさんの変化
　　　　 　Ｄさんは，前述の学習課題に一定時間集中して取り組むことができるようになった。そこで，

次の段階では，何枚かのワークシートをまとめて渡して，Ｄさん自身が自分で取り組む順番な
どの計画を立て20分間支援者なしで集中して行う，といった自学自習方法に発展させた。その
際，支援者は指導室から退出して保護者と様子を観察した。Ｄさんには，あと１～２分程度で
課題が終了しそうだという見通しが立った時点で，「先生，もうすぐ終わりそうです」と告げ
るように伝えておいた。この手続きにより，時間だけではなく自己の行動や取り組みの成果に
ついても自律的に管理させた。このような，易しすぎず，難しすぎない活動において，自分で
バランスをとりながら状況を制御している感覚をＤさんがもつことは，自尊感情を高める上で
も有効であった。

　　　カ　教材（b）「正しく答えよう」（認知的葛藤課題）
　　　　 　教具は市販のカードゲームである。カードは数字カードと記号カードからできている。この

課題は数字カードのみを使用する。数字カードは赤・青・緑・黄の４色である。各色とも０は
１枚，１～９は各２枚ある。４色の数字カードのうち２色（例えば赤と緑）を使う課題から取
り組んだ。

　　　キ　教材(b)課題１―Ａ「数字？　色？」
　　　　 　この課題は，指導者が持った数字カードをＤさんの前に１枚ずつ次々に提示して，出たカー

ドの数字をＤさんが読むものである。４色のカードのうち２色の数字カードをすべて混ぜ合わ
せておく。このとき，注意しなければならないのは，数字の「６」と「９」のカードの区別が
難しいことである。カードをＤさんに提示する際に下側を示す線がＤさん側にくるよう，カー
ドの向きを調整しておくことが必要である。

　　　　 　Ｄさんに，自分の前に１枚ずつ出されたカードを見てできるだけ早く数字を声に出して読ま
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せた。１枚につき１秒ほどの間隔で赤・緑のカードでひと通り（38枚）の数字を読ませ，38枚
の所要時間をストップウォッチで記録した。

　　　ク　教材(b)課題１－Ｂ
　　　　 　次に，ルールを変え，緑色のカードのときには数字を，赤色のカードのときにはカードの色

の名前，「あか」と答えさせた。課題１－Ａと同様に所要時間を記録した。さらにルールを変
え，今度は緑色のカードのときには色の名前を赤色のカードのときには数字を答えさせた。こ
の課題も所要時間を記録した。この時点で一度学習が成立した行動に新しいルールの変化が加
わる。そのためカード読みの構えを変える必要があり，そこに認知的葛藤が生ずる。

　　　　 　この課題は，慣れによる成績向上をできるだけ防ぐために，カードの４色のさまざまな組み
合わせ（６通り）を使いながら継続して練習した。

　　　　 　課題１－Ａは，示された数字をそのまま読む課題であり，自動化・習慣化された負荷の少な
い課題である。しかし，課題１－Ｂには，次に示す認知的能力を活用しなければならない。こ
れらが，観察・評価ポイントであり，各課題の遂行時間の変化を記録し検討した。

　　　　　　・　目新しく変わったルールを正しく理解・記憶しているか 
　　　　　　・　素早く判断し反応しているか
　　　　　　・　不必要な反応を抑制しているか

　　　ケ　教材（c）「じっくり考えよう」（プログラミング）
　　　　 　教具は市販のプログラム可能な模型自動車である。人間に指示すると多少あいまいな指示で

も動くが，プログラムは少しでも文法が間違えていると，思うように動かない。そこで，何度
も根気強く修正をくり返す必要がある。そういった意味でプログラミングの学習は，情報技術
の考え方の習得だけでなく，上手くいかなかったことからの立ち直り（レジリエンス）にも役
立つ。プログラミングの中では思うようにいかないことが起こるが「あきらめずに頑張り続け
たから解決できた」という原因帰属をさせ，粘り強く取り組むことを奨励した。

４　連携
　 　通級指導教室での指導経過は，保護者を通じてＤさんの在籍学級担任にも毎回確認してもらった。
また，おおむね月１回程度在籍校を巡回しＤさんの在籍校での行動観察を行った。巡回時には在籍学
級担任と十分な情報交換を行う時間が取れないので，長期休業時（夏・冬）に通級指導教室を会場に
在籍学級担任と個別の教育課程協議を行い，情報を共有した。
　 　指導の経過報告と指導目標の検討・変更は指導報告書として，在籍校の学校長・在籍学級担任あて
に行った。

５　評価と課題
　 　「注意制御」「行動抑制」の困難さを主訴に通級による指導を開始したＤさんに対して，その不注
意や多動性・衝動性の評価を行動指標（達成度）により行った。そして，評価を一定期間通級による
指導を受けた前後で比較し，指標の変化（改善）を可視化した。さらに，可視化された変化を保護者
と共有することによって，保護者が子供の成長を確かめられるようにするなど，集中力の向上など当
事者でさえ自覚し得ない状態を可視化することができた。こうしたことにより，本人・保護者ともに
成長・発達を確かめることができ，通級による指導を終え，通常の学級のみの支援で学校生活を送る
自信につながった。
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例示４　動きが多く，衝動性が高い児童の指導例（小４・Ｅさん）
１　通級による指導に至る経緯
　 　通級による指導に至ったのは保護者による気付きから始まり，在籍校へ相談して通級による指導へ
とつながった。Ｅさんの場合は，スーパーなどのお店に行くと，気になるところへ危険も顧みず一直
線に向かって行ってしまい，保護者も追いかけるのが大変であったということだった。学級の中では，
動きが多いということもあるが，思ったことをそのまま発言してしまうことが多く，学習を中断して
しまうこともあったり，友達とトラブルになったりすることもあった。
　 　校内就学支援委員会，市就学支援委員会，通級入退級判断部会を経て通級による指導となった。市
町村によってシステムが異なるが，個別式知能検査が実施されて知的に遅れがなく一部分の支援で効
果があるとされる場合に，通級による指導の対象となる。Ｅさんは知的な課題は平均域内であった。
学校生活の中でコミュニケーション能力不足，感情・衝動性のコントロール困難などのためトラブル
が絶えない状況であった。本人・保護者のニーズを踏まえ，通級による指導を通してコミュニケー
ション能力，感情や衝動性のコントロールなど様々なスキルを身に付けさせたいと校内で話し合われ
た。市で個別式知能検査を実施したところ，下位検査のばらつきがあり，衝動性の高さがベースにあ
ること，耳からの情報は入るが見たことの情報は入りにくいこと，さらに書くことも苦手であること
などの結果が出た。通級指導教室入退級判断部会で，衝動性についてはルールを入れながら少人数で
取り組み，より大きな集団でコントロールしていくことが必要であることから，通級による指導が望
ましいという判断が出た。保護者も希望したため，通級による指導の開始となった。

２　児童の実態
　⑴　教育支援プランＡ＜抜粋＞

　⑵　通級の個別の指導計画＜抜粋＞

□□□
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３　指導の実際
　⑴　指導の方針
　　◎　自己コントロールの向上
　　　 　刺激や欲求があっても，すぐに反応せずに少し待つ。聴覚的・視覚的な刺激に対して敏感に反

応してしまい，じっくり見て考えるというよりも，さっと見て反応してしまい，結果的に間違っ
て受け止めてしまうことも多い。集団生活をする上で，課題を抱える可能性が考えられるため，
周囲も本人の特徴をしっかりと理解して対応し，過剰な叱責などの悪循環にならないよう心掛け
る。

　　◎　指示の出し方の工夫
　　　 　指示を出すときは，本人の名前を呼んだり，視界に入ったりしてしっかりと注意をひき，シン

プルに具体的に伝えたほうが理解しやすい。
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　　◎　課題や環境の調整
　　　 　細切れに休憩を入れたり，体を動かす課題を挟んだりなど，スケジュールの工夫があるとよい。

また，このスケジュールを予め本人に伝えたり，途中でも冷静に繰り返し伝えたりする配慮があ
るとよい。環境面では，話をする時は刺激のない場所で向かい合う，学習場面では必要のないも
のは置かない，今，必要なところだけ見えるようにするなどの工夫があるとよい。

　　◎　一貫した対応の必要性と褒める効果
　　　 　集団生活の場で，日常生活のルールをしっかりと決め，一貫した対応を心掛ける。望ましくな

い行動をした時には，冷静に指示を繰り返し，しばらく待ち，適切な行動を行うことができた際
には必ず称賛するという，よい循環をつくり出すことが大事である。

　　◎　エネルギーの発散
　　　 　衝動性の高い児童は，活動するエネルギーがあるので，運動課題を前半に入れていくことでエ

ネルギーを発散させてコントロールしやすくしていく。心身の解放を行った後の方が，集中しや
すくなることが多く，過剰な動きが減り，ほどよい動きになってくる。

　　◎　無意識から意識化，反射から思考へ変換・置き換え
　　　 　衝動性の高さが失敗経験などに結び付いてしまうこともあるので対応する必要がある。本人に

とっては，無意識に反射的に行動したり，何かをしてしまってから声を掛けられて気付いたりす
ることが多い場合もあるため，意識化させていくことが必要となる。事前に本人と確認したり
ルールをつくったりすることで，行動前の一思考となり，行動のコントロールにつながる。

　　◎　順序立てること
　　　 　衝動性の高い児童は，「思わず」「うっかり」「思ったままに」何かしてしまうことが多く見ら

れる。そして順序立てることが苦手なことが多い。この部分は得意としない部分でもあるため，
何度も繰り返して取り組む必要はない。しかし，順序立てることでうまくいくという経験をさせ，
本人が気付いたときに活用したりコントロールしたりできるとよい。

　　※ 　環境調整及びこれらの対応を踏まえてうまくいった経験・体験を通して，外発的に気付かされ
て修正する段階から，自発的・内発的な行動修正が図られるように指導を行う。

　⑵　指導目標
　　・　思い付きや無意識で考えたり動いたりするのではなく，ルールに従って取り組むことができる。
　　・　事前に考えてから取り組んだ方がうまくいくことが多いと実感することができる。

　⑶　指導例
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【学習活動に関する補足】
　○　「的当て」
　　 　的当ては，何か行動を起こした結果（動作と結果，始点と終点）が分かりやすいので，意欲的に
行動しやすい。同じものでは，ボウリングのようなものもある。ここで右手と左手，交互に投げる
というルールを設定すると行動前の一思考となり，衝動性のコントロールにつながる。

　○　「ケンケンパ」
　　 　ミニフラフープを使う。赤は右足，青は左足で跳ぶというルールをつくる。このルールによって
的当てと同様に行動前の一思考となる。また一通り取り組んだ後に赤は左足，青は右足で跳ぶとい
うように変更することで，変化・変更への対応にもなる。動作と思考が近いタイミングになるので，
衝動性のコントロールについてのレベルがより上がる。

　○　「ナンプレ」
　　 　数独とよばれるものであり，タテとヨコ，ハコに注意を向けながら，数字を埋めていくもの。思
い付きではなく，順序立てて思考していくことの学習になる。

４　連携
　 　年度当初に市教育委員会主催の二つの通級による指導説明会が行われている。①教頭対象，②特別
支援教育コーディネーターと在籍学級担任対象である。前者は学校間で行われるやりとりや特別の教
育課程，年間の予定について等の説明会である。後者は各通級指導教室設置校で行われ，通級による
指導についての説明や年間のやりとりなど確認する。実際に通級指導教室を参観し，通級による指導
での取組の一部を体験するなどして，通級による指導における学習環境や学習内容等への理解を促す
説明会である。
　 　また，夏休みに各校へ赴き，担任面談を行っている。一人当たり15～30分程度である。ここで情報
交換を行い，在籍学級での関わりや通級による指導の参考とする。関わり方について悩んでいる在籍
学級担任も多いので，様々な視点を踏まえて話し合うことで安心する担任も多い。また，この面談で
通級による指導の担当教師と在籍学級担任が連携を密に図っていると安心する保護者も多い。
　 　Ｅさんについては，学習中に思ったことをそのまま話してしまうことが増えてきており，その都度
注意すると気が付くという同じことの繰り返しとなってしまうとのことであった。そこで在籍学級担
任に対して，何もない中では同じことを繰り返してしまうので，ルールや約束をつくり，違うことを
し始めた時に確認すると叱責にならずに自分で考えて行動していくことにつながることを伝えた。
　 　また，衝動性の高い児童はその特性からトラブルを起こしてしまうことが多く，学校側としては，
事実を保護者に報告をしなくてはならない。トラブルの報告が多いと家庭内での雰囲気が悪くなり，
家庭での本人への対応が厳しくなってきてしまうこともある。そこで在籍学級担任には，トラブルの
報告だけでなく普段から称賛できるような出来事を保護者に伝え，「家で褒めてあげてください」と
働き掛けるように依頼しておくことも大切である。

５　評価と課題
　 　評価については，着目する視点を工夫し，評価する部分が少なくなったり，到達が困難になったり
しないようにする。例えば，結果の部分を評価してもよいが，失敗体験を積み重ねてしまうこともあ
るため，結果だけでなくその過程や瞬間を評価したり，丁寧さよりもスピードを評価したりすれば，
評価できる部分が増えてくる。また，間違えたとしてもイライラするのではなく，訂正・修正できた
ことを評価するという視点もある。

６　その他
　⑴　動きを制するよりも代替の方法を考えていく
　　 　衝動性の高さから動き出してしまう児童が，教室に留まることを意識するようになると，座席で
手や足を動かすなど，代替の動きによってコントロールしようとする様子が見られることがある。

　　 　許される範囲の中で，ある程度の動きについては許容するよう，教師や関係者間で共通理解を
図っておくことも重要である。動きを止めるとどうしてよいのか分からなくなることもあるので，
制するというより放出するというイメージであれば，児童自身も苦しくならない。また，足を動か
すことを動きのより小さいものに置き換えていくなど，段階的に取り組んでいくことも必要である。
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　⑵　児童の思いと教師の思いをできるだけ同じ方向に向けていく
　　 　指導に当たっては，児童が「こうなりたい」という思いと，教師が「こうなってほしい」という
思いが同じ方向を向いていることが大切である。社会的に望ましい，適切であるとされることで
あっても，児童にとっては実際に思考したり行動したりすることが難しい場合もある。指導や関わ
りが，児童に対する押し付けや一方的なものとなってしまわないように，教師の思いを伝えたり，
また，児童の視点で，どのような思考でどのような思いをしているのかを探ったりすることで，指
導の効果が表れるようになる。

　⑶　正しく自己理解をして支援を選択し，受け入れられるようにする
　　 　発達障害のある児童は様々な面で能力にアンバランスな面があることが多い。その差が，他の児
童よりも大きいことがある。本来，有している特性のアンバランスさからくる，不得意・苦手な部
分を克服・改善することを重視するよりも，得意なところや強みを活かした取組をすることで，自
信をもつことができる。自信が付けば，色々なことを吸収しやすくなったり失敗を乗り越えられる
ようになったりする。アンバランスさを受け止めた上で，行動修正を促し，正しい自己理解につな
げていくことで，目先のことだけでなく将来に向けた成長にもつながっていく。

　　 　自分の得意・不得意，特性については，努力と根性で克服・改善するというよりも，正しく自己
理解し，それらも含めて自分であることを認識し，工夫したり支援を受け入れたりしながら自分自
身に向き合っていくことができるとよい。

　⑷　教材は「どのような力を身に付けさせたいか」で使い方が変わる
　　 　目の前にある教材を目的なく使用するだけでは，学習効果は期待できない。まず，「児童にどの
ような力を身に付けさせたいのか」，そのためには，「どのような目標で取り組ませたいのか」を考
えることにより，指導方針や教材を選択していくことが重要である。

　　 　例えば，「風船があるから，風船バレーをしてみよう」と目標設定をすると，単に風船バレーに
取り組んだことで終わってしまう。運動が苦手で運動課題に意欲をもたせたい，成功体験を積み重
ねさせたいときには，「連続で打てた・成功した・うまくいった」というようにすれば，学習効果
があがる。また衝動性が高く順番がなかなか守れない児童の場合には，順番を意識するという目標
で，順に打っていくという設定も可能である。勝ち負けを意識させ，気持ちのコントロールを意識
させたいときには，勝敗のつく対戦型で取り組むこともでき，協力して他者意識を育てたい場合は，
全員で何回続けられるかという設定をすることもできる。

　　 　このように，教材があるから活用するのではなく，「何をしたいのか」「どのような力を身に付け
させたいのか」という意図をもって，教材選択や目標設定を工夫する必要がある。

　⑸　通級による指導の担当教師間のネットワークづくり
　　 　発達障害・情緒障害の通級による指導の担当教師は，地域によって複数であったり，一人のみの
配置であったりする。通級による指導の担当教師が複数いるときには情報交換や相談などを行うこ
とができるが，一人のみ配置の場合には，通級指導教室における指導方針や指導方法が正しいのか
不安になることや，指導のパターンを増やすことが難しい場合もある。保護者との連携，在籍校と
の連携も大切であるが，通級による指導の担当教師同士の連携も重要である。積極的に外へ出て
ネットワークづくりをしていくことが必要である。それが通級による指導の担当教師としての指導
の幅を広げることにもなり，さらに担当している児童生徒にも還元されていくことになる。
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例示５-1　読み書きが苦手な児童の指導例　　
【読みが苦手な児童の指導】（小５・Ｆさん）
１　通級による指導に至る経緯　　　　
　 　小３の時に，在籍学級担任から，Ｆさんが「文章をすらすら読むことができない」「音読が非常に
苦手である」という相談があり，ＬＤの課題が認められたので，調査票を用いて実態の把握を行った。
音の聞き間違いや言葉に詰まる等の様子も見られたが，Ｆさんの中で「聞く」「話す」については保
障されている領域であった。
　 　しかし，「読む」「推論する」に著しく困難さが表れていたため，個別式知能検査を実施した。検査
結果からは認知のアンバランスさが見られ，学習面や生活面においては何らかの困難さを抱えている
ことが推測された。
　 　そこで，校内委員会でＦさんの指導及び支援方法について協議をした結果，「通級による指導」が
望ましいのではないかとの判断をし，市の就学支援委員会を経て，小４より週１回（１時間）の個別
指導での通級による指導が開始された。

２　児童の実態
　⑴　教育支援プランＡ＜抜粋＞

 　⑵　通級の個別の指導計画＜抜粋＞

□
□
□
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３　指導の実際
　⑴　指導方針 

　⑵　１年目の指導（小４）
　　 　指導１年目は，ビジョントレーニングや平仮名・片仮名・漢字の読み書き，音読練習に取り組ん
だ。ビジョントレーニングは，物を目で追う動きや視線をジャンプさせる動きをトレーニングする
眼球運動や視覚認知機能のトレーニングを行った。眼球運動では，横の動きにやや苦手さが見られ
たため，文章を読む際には，定規をあてたり，サイドラインやアンダーラインを引いたり，マー
カーで色を付けたりするなどのアドバイスをした。視覚認知機能トレーニングとしては，主に図形
を模写する「点つなぎ」に取り組んだ。比較的よくできていたが，情報が多くなったり，複雑に
なったりすると見落としや誤りが見られたので，情報の入力の仕方について指導をした。

　　 　平仮名・片仮名・漢字の読み書きについては，絵カードと文字カードをペアにして，絵カードを
手掛かりに自力で読ませてから，意味付けをして文字指導を行った。意味が分かりイメージがもて
ることで読みがスムーズになっていった。文や文章の中から単語を捉えることがスムーズな読みへ
とつながるため，分からない語句については国語辞典で意味を調べたり，画像で確認をしたりした。

　　 　在籍学級担任は，語彙を増やしていくことや音読練習の支援，読み聞かせ等，在籍学級でできる
支援の工夫を図った。　

　⑶　２年目の指導（小５）
　　 　指導２年目の前期（５月～10月）は，「『大造じいさんとガン』をすらすらと読むことを目標に音
読の練習ができる」という指導目標を設定し，音読練習に取り組んだ。Ｆさんは聴覚的な入力によ
る音読はできる。文字を見て自分の力で読むことができるようにすることで学習への参加意欲がさ
らに高まることを期待し，視覚的な入力での読み（自力で読むこと）を目的とした。

　　 　練習は①読みのウォーミングアップ②本時の音読場面の予習プリント③読みの分析④読みの練習
という流れで行った。

　　 　『大造じいさんとガン』は，10月の学習単元である。Ｆさんは，読むことに関しての苦手・困難
の意識が強いため，音読練習には時間を要する。十分な時間をかけて練習することで自信をもって
授業に参加できることをねらいとして取り組んだ。

　　 　後期は，国語のワークテストに出題される分量の文を自力で読むことを目標とし，Ｆさんの自己
肯定感を下げないよう，苦手なことを楽しく学習できるような工夫を図りながら次のような指導を
行った。

　　ア　指導目標
　　　ア　長期目標
　　　　・　学年相応の文や文章を流暢に読むことができるようにする。
　　　　・　相手や場に応じた言動を身に付けさせる。
　　　イ　短期目標（後期）
　　　　・　学年相応の短い文章の初見読みが，正しくできるようにする。
　　　　・ 　ＳＳＴやロールプレイを通して人とのやりとりについてのスキルを身に付けること

ができる。
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　　イ　指導例　（小５後期）
　　　ア　本時の目標
　　　　　・　意欲的に音読の練習をし，文章を正しく読むことができる。
　　　　　・　文の中から単語を抽出したり，文をまとまりに分けたりすることができる。
　　　　　・　分からない語句の意味調べをすることができる。
　　　　　・　音読の間違いに気付き，修正することができる。
　　　　　・　４コマ漫画を読み，感情を表す言葉を選ぶことができる。
　　　イ　展開（個別指導50分で実施）
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４　連携
　 　保護者と在籍学級担任，通級による指導の担当教師との連携は必要不可欠である。保護者は，Ｆさ
んが家庭で音読の練習をする際，読んで聞かせたり間違えて読んでいる箇所を教えたりすることを主
に行ってきた。担任は，家庭での音読練習を支援するために音読ＣＤを渡す等，指導支援の工夫を
図っている。このような支援がＦさんのやる気や自信，安心感に繋がっている。Ｆさんの読みの困難
さがさらに軽減されることを目指すために，２年目の後期は，次のような連携型個別の指導計画を作
成した。

５　評価と課題
　 　進んで読書をすることのなかったＦさんだが，図書室で本を借りたり，プレゼントに「紫式部」の
本をお願いしたりするという変容が見られた。また，在籍学級担任からは，「国語の学期末テストで，
９割の点数をとることができた。」という報告を受けた。このことからＦさんに初見の文章を自力で
読む力が付いていることがうかがえた。しかし，小５の３学期に行った読みの検査では，読み誤りや
語頭音の繰り返しに改善は見られたものの，流暢性に関わる音読を行う時間に関しては，あまり変化
が見られなかった。正確性を重視し，強調したことで一語一句間違えずに読むことに意識が向き過ぎ
たことが原因であると考えられる。
　 　Ｆさんは，聞くことで読んだり，内容を理解したりすることができるので，今後はＦさんの得意な
ことを生かした読みの指導から流暢な読みへとつなげていきたい。また，退級に向け，通級による指
導での読みの学習を家庭学習において定着させること，退級後の在籍学級での指導・支援方法につい
て引き継ぐことが課題となる。
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例示５-2　読み書きが苦手な児童の指導例（小３・Ｇさん）
　【書きが苦手な児童の指導】
１　通級による指導に至る経緯
　⑴　在籍学級担任の気付き
　　 　Ｇさんは，小規模校に通う小３の男子児童である。入学当初から，集団不適応の傾向があり，友
達とのトラブルも多い。学習面においては，読むことはできても書くことになると時間を要し，板
書をノートに写したり，プリントやドリルを在籍学級の児童と同じペースで進めたりすることは困
難である。年長の時には個別式知能検査を受けており，保護者もＧさんの学校生活・学習面につい
ては不安を抱えているため，協力的である。

　⑵　校内就学支援委員会にて
　　 　校内就学支援委員会が開かれ，職員全体に共通理解が図られた。保護者からも書くことに関して
特に苦手意識や困難さを抱えているということで，通級指導教室で指導してほしいとの希望があっ
た。小３・２学期より，週１回，２時間の通級による指導を開始した。

　⑶　アンケートの実施
　　 　通級指導教室に入級するにあたり，保護者に「生育歴アンケート」「課題づくりアンケート」へ
の記入を依頼した。アンケートの結果により，Ｇさんの特性や教育的ニーズ，保護者の願い等を理
解することができ，個に応じた指導計画を立てることができた。

２　児童の実態
　⑴　教育支援プランＡ＜抜粋＞
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　⑵　通級の個別の指導計画＜抜粋＞

３　指導の実際
　⑴　指導の方針
　　 　通級による指導は，Ｇさんの苦手なことだけでなく，得意なことも活用し，できる喜びや達成感
を味わわせながらすすめていく必要がある。主に，次のような点に考慮し，指導計画を作成した。

　　・ アンケートや面談等で，Ｇさんの思いや願い，困っていることを把握し，在籍学級担任や保護者
の願いも理解する。

　　・ 家庭，在籍学級担任，通級による指導の担当教師との連携を図りながら，ソーシャルスキルト
レーニングや日常の支援を通して，社会性を高めていく。

　　・ 書くことに時間を要するため，集中力が長く続かない等の課題を抱えている。スモールステップ
での成功体験を積み重ねることによって，自己肯定感や活動への関心・意欲を高めていく。

　　・ 「通級ファイル」等で，家庭との連携を密にするとともに，スクールカウンセラーとの情報交換
を実施し，より効果的な指導を実施していく。

　⑵　指導目標
　　・状況や，人の気持ちを理解し，適切な行動について考えることができる。
　　・課題（学習，運動等）解決に向け，見通しをもってあきらめずに取り組むことができる。
　　・語彙を増やし，簡単な文や計算を，丁寧な字で書くことができる。
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　⑶　指導例　（小３・２学期　45分授業）

４　連携
　⑴　在籍学級での支援
　　 　通級による指導を行う上で，在籍学級担任との連携は特に必要である。通級指導教室での毎時間
の様子を「通級ファイル」で伝えるだけでなく，電話連絡や面談などで在籍学級担任と話し合いを
もち，在籍学級でもできるようになる支援計画を立ていく必要がある。

　　 　Ｇさんの場合は，小規模校という特性を生かし，課題解決に向けて，在籍学級担任だけでなく，
在籍校の全職員とも連携し，より適切な支援や配慮が日常的に組織的に行われるようにした。

　⑵　保護者への支援
　　 　毎回の指導後，保護者や在籍学級担任へ，学習内容の記録とＧさんの感想を書いた「通級ファイ
ル」を通じて連携を図った。「通級ファイル」へは，通級による指導の担当教師と在籍学級担任，
保護者が感想を記入し，通級指導教室でできるようになったこと，在籍校での様子，家での様子等
などの意見交換を行いながら指導を進めた。また，保護者とは送迎時の面談や電話連絡等で，より
深くＧさんの様子を聞くことができ，指導に生かすことができた。

５　評価と課題
　 　友達とのトラブルも多いＧさんであったが，ソーシャルスキルトレーニングで時と場に応じた行動
の仕方を学ぶことで，普段の生活の中でも意識し行動できるようになってきた。その結果，トラブル
も減ってきたことが大きな成果である。書くことに対する苦手意識はまだ強いが，通級による指導や
在籍校の合理的配慮により，達成感を味わうことができ，少しずつ意欲や自信がもてるようになって
きた。しかし，学年が上がることにより学習内容も難しくなり，課題や宿題に対して抵抗感が出てく
る可能性がある。今後の課題としては，ＬＤ傾向のある児童が，学習への自信をなくし，自己肯定感
を失うことのないよう，在籍学級担任・保護者との連携を密にし，個の特性を把握した上で児童に応
じた配慮を考えていく必要がある。

　※ 「通級ファイル」…在籍校・在籍学級担任をはじめとする関係者間と連携を密にするために必要な資料（例：
　　　教育支援プランＡ・Ｂ等），通級による指導における学習の記録などを綴じたものである。
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例示６　選択性かん黙の児童の指導例（小２・Ｈさん）
１　通級による指導に至る経緯
　 　入学前に保護者は，Ｈさんが，幼稚園で全く話さないことやこだわりが強いことについて就学支援
委員会に相談をしている。就学時健康診断の発達検査を別室で通級による指導の担当教師が行った際
には単語で応答することができたが，事前面談で母と来校した際には発話はなかった。就学支援委員
会からは，個別の言葉かけなどの支援を行いながら通常の学級で支援していくことが望ましいとの意
見があった。
　 　入学後も発話はなく，嫌なことや困ったことがあると泣き出し，意にそぐわないとさらに声を大き
くして泣き続けるようになった。夏休みに医療機関を受診し，選択性かん黙，自閉症スペクトラムの
診断を受ける。市の巡回相談では，言葉に限らず気持ちを伝えていく経験を積ませることが大切であ
ることを示唆された。
　 　気持ちを伝えることができず泣き続けることは，Ｈさんにとって不本意であるだけでなく，周囲の
友達にとっても対応が難しく負担であることから，在籍学級担任と保護者，特別支援教育コーディ
ネーターで，Ｈさんの特性に合わせた支援を考え，教育支援プランＡ・教育支援プランＢを作成した。
医療からの勧め，保護者・本人の希望を受けて次年度の通級指導教室の利用を校内委員会で検討し，
就学支援委員会による審議を経て，小２の１学期より通級による指導が開始された。

２　児童の実態
　⑴　教育支援プランＡ＜抜粋＞

　⑵　通級の個別の指導計画＜抜粋＞
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３　指導の実際
　⑴　指導の方針
　　〇 　困ったときに泣くことで感情表現をするＨさんが，泣くこと以外の方法で気持ちや状況を伝え

られるようにするため，コミュニケーションの方法を増やしていく。
　　　 ・ 指示や状況が理解できずに泣く場合と，伝え方が分からずに泣く場合があるため，「周囲の状

況，自分の状態や気持ちを適切に理解する学習」「伝え方の学習」「気持ちや状況を表す語彙を
増やす学習」を行う。

　　　 ・ 「絵を描いたり見たりする」「手先を使って製作する」「身体を動かす」など，Ｈさんの好きな
ことや得意な力を活用することで自信をもたせていく。

　⑵　指導目標
　　　・状況や感情を表す語彙を増やし，考えや気持ちを言葉で理解・表現できるようにする。
　　　・集団の中で，考えや気持ちを伝える方法を増やす。
　⑶　指導例（小２・１学期　個別学習45分）
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４　連携
　⑴　在籍学級との連携（自校通級）
　　 　在籍学級担任には「通級ファイル」で毎時間の学習内容やＨさんの様子を知らせ，称賛，励ましを
依頼する。週に１回，直接情報交換を行い，在籍学級での様子を聞く。学期に１回程度，在籍学級担
任参加の保護者面談日を設定し，共通理解を図る。本人と相談の上，自分では伝えらえない気持ちや
願いを在籍学級担任に伝え，本人の願いに沿った学級での支援を在籍学級担任と一緒に考えた。

　⑵　保護者との連携
　　 　毎時間「通級ファイル」に，通級による指導の担当教師と在籍学級担任，保護者が感想を記入し，
情報交換，意見の交流を行う。学期に１～２回は必ず参観，面談日を設けて，指導の方向性の確認
を行う。Ｈさんの場合は，家と外との違いが大きいため，在籍学級や通級指導教室での様子をこま
めにお知らせするとともに，課題だけでなく成長していることについても積極的に情報交換を行う
ようにした。

　⑶　医療・他機関との連携
　　ア　教育支援センター：臨床心理士，特別支援教育担当の指導主事による巡回相談，指導を受けた。
　　イ　福祉： 母の子育て支援。今後必要に応じて，放課後等デイサービス，医療と福祉が連携して訪

問看護のケアなどの方法も考えられる。
　　ウ　医療： 医師の指示，ＳＴの情報。教育支援プランＡ，「通級の個別の指導計画」による情報提供。

５　評価と課題
　・ 　話し方の型に沿って，ゲーム形式で繰り返し話すことを続けたことで，「困っていることと理
由」「困っていることとしたいこと」というように，考える道筋を立てられるようになってきた。
これまで書けなかった感想文や作文も書けるようになった。

　・ 　肩や腕をたたいたり指差ししたりするなど，教師や友達に自分から働き掛ける方法が増え，表情
が和らいだ。口元の緊張が緩み，声が出なくても話す真似をしたり単語を口の形で伝えようとした
りするようになった。

　・ 　在籍学級担任，通級による指導の担当教師以外の教師からの働き掛けやイレギュラーな活動など
にはまだ対応できず，固まったり泣いたりすることがあるため，多様な場面を想定した指導をさら
に考えていく。

　・ 　Ｈさん自身が「在籍学級で話せるようになりたい」という強い希望をもっているので，在籍学級
の友達と関わることのできる環境設定を行う必要がある。校内で唯一話ができる，通級指導教室で
のペア学習から話せる人数を増やしていきたい。

　・ 　在籍学級の児童は，気持ちを察し，Ｈさんが泣かないで過ごせるよう気遣っている。Ｈさんの特
性を正しく理解し，お互いの立場を尊重した関わり合いについて学ぶ機会を設定していきたい。
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例示７　通常の学級における理解学習の指導例（小・Ｉさん）
【小学校における指導】集団へのアプローチ～在籍学級担任による「学級活動⑵における指導」～
１　題材名　『○組おうえんだん』（望ましい人間関係の育成）（低学年）
２　題材について
　⑴　題材について
　　 　本学級は，明るく素直で ,休み時間に友達と元気に外遊びを楽しむ児童が多い。「みんななかよ
し」「だれもが大事」を合言葉に，学習等に取り組んでいる。児童の多くは，自分の気持ちを相手
にぶつけるが，相手の立場を理解して折り合いをつけるのはまだ難しい発達段階である。集団での
ソーシャルスキルトレーニングに取り組み，お互いを理解しあい，励ましあう関係を育てていきた
いと考える。

　　 　本題材は，通級指導教室（発達障害・情緒障害）に通うＩさんが，休み時間クラスの友達とドッ
ジボールで遊んだときの出来事を取り上げ，「もし自分ならどうするか。」「次に同じようなことが起
きたらどんなことができそうか。」をみんなで考え，意見を出し合うものである。「Ｉさんが安心し
て過ごせる学級をつくる取組」について通級による指導の担当教師と相談し，連携して学級活動で
の実践を開始した。今後は，朝の学級活動の時間や帰りの会などの短時間の話し合いの中で ,「困っ
ている人がいたらみんなで考える」という『○組おうえんだん』の取組として継続していきたい。

　⑵　Ｉさんの実態について
　　 　Ｉさんは，「勝ちたい・一番になりたい・うまくやりたい」という気持ちが強く，自分の間違い
を受け入れたりやり直したりすることに抵抗がある。自分から友達に関わろうとする様子は見られ，
休み時間には外で元気に遊んでいる。しかし，「自分は悪くないのにみんながいじめる。」と訴える
ことが多く，思い通りにならず暴言・暴力が見られるときもある。友達から「うそつき」と言われ
ることもあり，集団に受け入れられるための支援が必要な児童である。

　　 　今年度から通級指導教室に通い始め，週１回２時間の指導で，自分の気持ちや状況を言葉で説明
する課題，勝ち負けの課題，やりとり課題，ソーシャルスキルトレーニング，切り替え課題等に取
り組んでいる。通級指導教室では，「うそつきだと言われるのがイヤ。」「カッとなると，頭が真っ
白になる。」と話している。「勘違いや思い込みが強い」等のＩさんの特性を理解して，話し合いを
進めていきたい。

３　活動及び指導の計画　＊今後も学級内でのトラブルについて同様の対応，話し合いを計画する。

４　目標
　⑴　自分ができそうな取組とその方法を考える。
　⑵　友達の考えを理解し，受け入れる。

５　展開
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＊クラスで話し合いたいことをＩさんの家庭に説明し，承諾を得て，次の話し合い活動を実施する。
□

□
□

□
□

□

□

□

□
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６　評価
　⑴　自分ができそうな取組とその方法を考えることができたか。
　⑵　友達の考えを理解し，受け入れることができたか。

７　備考　「キラキラコーナー」を作る。

８ 　備考（※通級による指導開始時，保護者・通級による指導の担当教師と相談して，Ｉさんが
通級指導教室で学習する時間に，在籍学級の児童へ説明した。）
　○　「どのようなことをする教室ですか？」
　　・得意なことを伸ばしながら，苦手なことにチャレンジする方法やうまくいく方法を探す教室。
　　・ 体を上手に動かす，力を調節する，見る・聞く・話す・書く力を付ける，気持ちを切り替える，

人とやりとりする練習など，○年○組の教室とは違う内容や違う方法で学習する教室。
　○　「どのように，どのような応援をすればよいのですか？」
　　・通級指導教室に行っているときの授業や活動について，教えてあげてほしい。
　　・行くとき，帰ってきたときに，「いっていらっしゃい」「おかえり」と声を掛けてほしい。
　　・通級指導教室で見付けた便利な方法を，クラスのみんなも教えてもらえるようにしよう。
　　・ 「いいな」と思う方法は，使ってみよう。きっと，みなさんにも便利な方法のはずです。

□

□
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例示７　通常の学級における理解学習の指導例（中１・Ｊさん）
【中学校における指導】　　～個から集団へのアプローチ～
１　通級による指導に至る経緯
　 　Jさんは小学校の頃から通級指導教室を利用し，中学校入学後も継続して通級指導教室を利用する
ことになった。特に，コミュニケーションに課題があり，友達とのトラブルは続いていた。入学して
すぐに本人，保護者から生徒間のトラブルが起きたと訴えがあり，在籍学級担任と連携し，在籍学級
の生徒達へのアプローチを開始することにした。

２　生徒の実態
　⑴　教育支援プランＡ＜抜粋＞

　⑵　通級の個別の指導計画＜抜粋＞
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３　指導の実際
　⑴　在籍学級における理解学習開始までの流れ
　　①　生徒，保護者からの事実関係の聞き取り
　　②　在籍学級担任への報告
　　③　クラスでの人間関係の把握
　　④　在籍学級担任と通級による指導の担当教師で話し合い，
　　　　指導計画を立案
　　⑤　本人，保護者へ指導内容の確認

入学後，できるだけ早い段階で理
解学習をする方がよい。
クラスの生徒たちは，接し方，対
応の仕方が分からなくて戸惑っ
ていることが多い。正しい特性の
理解があれば，言動を変えること
ができる。
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【在籍学級での指導】
１　題材名　「２組の当たり前を考えよう」
　　
２　題材について
　 　学級には様々な生徒が在籍している。多様な価値観，考え方を理解し，同じ学級の仲間として自分
以外の他者を受け入れる心情，態度を育てるには，生徒一人一人の特性に対する正しい理解が必要で
ある。発達障害のある生徒の行動の意味を知り，支援の方法を明確に提示することで生徒の理解が深
まれば，みんなが安心して生活できるような学級環境をつくり上げることができる。

３　本時の目標
　⑴　多様な価値観，考え方を理解し，自分以外の他者を受け入れる心情，態度を育てる。
　⑵　「２組の当たり前」のルールを共通理解する。

４　展開　　※ Jさんは，通級指導教室において個別の学習をしている。

５　指導後の生徒の様子
　 　このケースでは，トラブルが発生してからすぐに生徒への聞き取りや指導を始めたので，いじめの
被害が大きくならずに済んでいる。生徒の特性が分かり，正しい対応方法が理解できれば，生徒たち
は行動を変えることができる。クラス全体の居心地の良さを考える取組に繋げることにより安心・安
全な学級環境を継続的に保つことができる。この指導は，できるだけ入学直後に行うことが望ましい。

□
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